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第１章 総則 

 

（約款の適用） 

第１条 当社は、国際電気通信連合憲章（平成７年条約第２号）、国際電気通信連合条約（平成７年条約第

３号）、条約附属国際電気通信規則（平成２年６月郵政省告示第４０８号）及び電気通信事業法（昭和５

９年法律第８６号。以下「事業法」といいます｡）その他の法令の規定によるほか、この YAMADA Air Mobile

契約約款（データ通信サービス編）(以下「約款｣といいます｡）により YAMADA Air Mobile を提供します。 

２ 前項のほか、当社は、YAMADA Air Mobile に付随するサービス（当社が別に定めるものを除きます。以

下「付随サービス」といいます｡）を、この約款により提供します。 

 

（約款の変更） 

第２条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。 

２ 当社は、電気通信事業法施行規則（昭和６０年郵政省令第２５号。以下「事業法施行規則」といいます。）

第２２条の２の３第２項第１号に規定する変更を行う場合、当社のホームページに掲示する方法又は当社

が適当であると判断する方法により説明します。 

 

（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用 語 用語の意味 

１ 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 

２ 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を

他人の通信の用に供すること 

３ YAMADA Air Mobile ＡＸＧＰ方式、ＴＤＤ－ＮＲ方式（ＮＳＡ方式に限ります。以下同じとしま

す｡）、ＦＤＤ－ＮＲ方式（ＮＳＡ方式に限ります。以下同じとします｡）、

ＴＤＤ－ＬＴＥ方式又はＦＤＤ－ＬＴＥ方式により符号、音響又は影像の伝

送交換を行うための電気通信回線設備（送信の場所と受信の場所との間を接

続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの

附属設備をいいます。以下同じとします｡）を使用して行う電気通信サービス 

４ パケット通信 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通

信 

５ パケット通信網 パケット通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信

回線設備 

６ YAMADA Air Mobile

取扱所 

次に掲げる事業所 

（１）YAMADA Air Mobileに関する業務を行う当社の事業所 

（２）当社の委託により YAMADA Air Mobile に関する契約事務を行う者の事

業所 

７ YAMADA Air Mobile

契約 

当社からYAMADA Air Mobileの提供を受けるための契約 

８ 一般契約 YAMADA Air Mobile 契約であって、定期契約以外のもの 

９ 一般契約者 当社と一般契約を締結している者 
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１０ 定期契約 YAMADA Air Mobile 契約であって、その契約に係る契約期間があらかじめ定

められたもの 

１１ 定期契約者 当社と定期契約を締結している者 

１２ 契約者 一般契約者及び定期契約者 
 

１３ 料金月 料金を課金するために設定する期間であって、１の暦月の起算日（当社が契

約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。）から次の暦月の起算日の前日

までの間 

１４ 移動無線装置 YAMADA Air Mobile 契約に基づいて、陸上（河川、湖沼及び我が国の沿岸の

海域を含みます。以下同じとします｡）において使用されるアンテナ及び無線

送受信装置（当社又はＷｉｒｅｌｅｓｓ Ｃｉｔｙ Ｐｌａｎｎｉｎｇ株式

会社が無線局の免許を受けることができるもの及びワイモバイル通信サービ

スの契約者回線に接続することができるものに限ります。） 

１５ 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための当社の電気通信設備 

１６ 契約者回線 YAMADA Air Mobile 契約に基づいて、無線基地局設備と契約の申込者が指定

する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 

１７ 契約者回線等 契約者回線及び契約者回線にパケット通信網を介して接続される電気通信設

備であって必要により設置する電気通信設備 

１８ ＵＳＩＭカード 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社

が YAMADA Air Mobile の提供のために契約者に貸与するもの 

１９ 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、１の部分の設置の場

所が他の部分の設置の場所と同一の構内（これに準ずる区域内を含みます｡）

又は同一の建物内であるもの 

２０ 自営電気通信設

備 

電気通信事業者（事業法第９条の登録を受けた者又は同法第１６条第１頂の

届出をした者をいいます。以下同じとします｡）以外の者が設置する電気通信

設備であって、端末設備以外のもの 

２１ 海外事業者 当社と国際ローミングに関する協定を締結している外国の事業者 

２２ 契約者識別番号 電気通信番号規則（令和元年総務省令第４号）に規定する電気通信番号又は

契約者回線を識別するための英字若しくは数字の組み合わせ 

２３ 消費税相当額 消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び同法に関する法令の規定に基づ

き課税される消費税の額並びに地方税法（昭和２５年法律第２２６号）及び

同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 

２４ 電話ユニバーサ

ルサービス料 

第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定

等規則（平成１４年総務省令第６４号）により算出された負担金の額に基づ

いて、当社が定める料金 

２５ 電話リレーサー

ビス料 

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律（令和２年法律第５３

号）に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるため

に、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則（令和２

年総務省令第１１０号）により算出された額に基づいて当社が定める料金 

２６ ＢＢユニバーサ

ルサービス料 

第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定

等規則（令和７年３月２５日総務省令第１６号）により算出された負担金の



 3 

額に基づいて、当社が定める料金 
 

 

第２章 YAMADA Air Mobile の種類及びサービス区域 

 

（YAMADA Air Mobile の種類） 

第４条 YAMADA Air Mobile には、次の種類があります。 

種 類 内 容 

データ通信サービス 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置（当社が貸

与するＵＳＩＭカードを装着することにより、ＡＸＧＰ方式、ＴＤＤ－Ｎ

Ｒ方式、ＦＤＤ－ＮＲ方式、ＴＤＤ－ＬＴＥ方式及びＦＤＤ－ＬＴＥ方式

により伝送交換を行うためのものに限ります｡）との間に電気通信回線を設

定して、パケット通信を行うサービス 
 

２ データ通信サービスには、次の区分があります。 

種 類 内 容 

データ通信サービスＡ １契約につき契約者識別番号２番号を利用して、パケット通信を行うサー

ビス 

データ通信サービスＢ 

 

１契約につき契約者識別番号１番号を利用して、パケット通信を行うサー

ビス 
 

 

（サービス区域） 

第５条 通信は、その移動無線装置が別に定めるサービス区域内に在圈する場合に限り行うことができます。

ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わ

りにくいところ等端末設備が在圏する場所により、YAMADA Air Mobileの全部又は一部を利用することがで

きない場合があります。 

 

第３章 契約 

 

第１節 データ通信サービスに係る契約の種類 

 

（データ通信サービスに係る契約の種類） 

第６条 データ通信サービスに係る契約（以下「データ通信サービス契約」といいます。）には、次の種類

があります。 

（１）一般契約 

（２）定期契約 

 

第２節 一般契約 

 

（契約の単位） 

第７条 当社は、データ通信サービスＡを提供するにあたり、契約者識別番号２番号ごとに１の一般契約を

締結します。この場合、一般契約者は、１の一般契約につき１人に限ります。 
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２ 当社は、データ通信サービスＢを提供するにあたり、契約者識別番号１番号ごとに１の一般契約を締結

します。この場合、一般契約者は、１の一般契約につき１人に限ります。 

 

（契約申込みの方法） 

第８条 一般契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をYAMADA Air Mobile取扱所に提出していた

だきます。 

２ 前項の場合において、一般契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書

類を提出していただきます。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。 

３ 前２項の規定にかかわらず、一般契約者又は定期契約者からその契約を解除すると同時に新たな一般契

約の締結を行いたい旨の申出があったときは、当社は、その新たに締結する一般契約の申込みについて前

項の契約申込書の提出があったものとみなします。この場合の申込事項については、その一般契約者又は

定期契約者から別段の申出がない限り、現に提供しているデータ通信サービスに準じて取り扱います。 

 

（一般契約の申込みの承諾） 

第９条 当社は、一般契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 

２ 前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期すること  

があります。 

３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。 

（１） 一般契約の申込みをした者が当社のデータ通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、

又は怠るおそれがあるとき。 

（２） 前条に基づき提出された契約申込書若しくはその確認のための書類に不備があるとき又は契約申

込書の記載若しくは届出内容に虚偽若しくは不実の内容があるとき。 

（３） 一般契約の申込みをした者が、第３１条（利用停止）第１項に基づきデータ通信サービスの利用

を停止されたことがあるとき又は第１５条（当社が行う一般契約の解除）に基づきデータ通信サー

ビス契約の解除を受けたことがあるとき。 

（４） 第６３条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。 

（５） 一般契約の申込みをした者が、当社の他の電気通信サービスの利用において、その電気通信サー

ビスの契約約款に定める規定により、利用停止又はその契約の解除を受けたことがあるとき。 

（６） 前条で規定する契約申込書の提出又は当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類として

当社が別に定めるものの提出がなかったとき。 

（７） その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

 

（契約者識別番号） 

第１０条 データ通信サービスの契約者識別番号は、１の契約者回線ごとに当社が定めることとします。 

２ 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、データ通信サービスの契約者識別番

号を変更することがあります。 

３ 前項の規定により、データ通信サービスの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめその旨を一

般契約者に通知します。 
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（データ通信サービスの利用の一時中断） 

第１１条 当社は、一般契約者から当社所定の書面により請求があったときは、データ通信サービスの利用

の一時中断（その契約者識別番号を他に転用することなくデータ通信サービスを一時的に利用できないよ

うにすることをいいます。以下同じとします｡）を行います。 

 

（一般契約者の氏名等の変更の届出及び当社から契約者に行う通知） 

第１２条  一般契約者は、第８条（契約申込みの方法）第１項に規定する契約申込書の記載事項中、氏名、

名称、住所又は契約者通知先（以下「契約者連絡先」といいます。）に変更があったときは、その旨を速

やかにYAMADA Air Mobile取扱所に又は当社が別に定める連絡方法により届け出ていただきます。ただし、

その変更があったにもかかわらず、届出がないときは、第１０条（契約者識別番号）第３項、第１５条（当

社が行う一般契約の解除）第３項、第２５条（ＵＳＩＭカードの貸与）第２項、第３０条（利用中止）第

３項、第３１条（利用停止）第２項、第４９条（契約者の切分責任）第２項、第６２条（承諾の限界）及

び第６６条（国際アウトローミングの利用に関する特例）第５項に規定する通知については、当社が届出

を受けている契約者連絡先への通知をもってその通知を行ったものとみなします。 

２ 前項に定める契約者連絡先、当社から契約者に行う通知等の方法及び契約者の氏名等の変更に係る届出

の義務については、別記１に定めるところによります。 

 

（一般契約に係る契約者の地位の承継） 

第１３条 一般契約者について相続又は法人の合併若しくは分割（以下「相続等」といいます。）があった

ときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により事業を承継する法

人若しくは分割により設立する法人（以下「相続人等」といいます。）は、当該一般契約者の地位を承継

するものとします。 

２ 前項の承継があったとき、相続人等は、当社所定の書面に相続等があったことを証明する書類を添えて、

YAMADA Air Mobile取扱所に届け出ていただきます。 

３ 相続があった場合において相続人が２人以上あるときの前項の届出については、そのうち1 人を当該一

般契約者の地位を承継する者として届け出ていただきます。この場合において、当社は当該一般契約者の

地位を承継する者である旨を証明する書類の提出を求めることがあります。 

４ 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうち１人を代表者と

して取り扱います。 

５ 相続人等は、承継前の一般契約者がその一般契約に関して有していた一切の権利及び義務を承継します。 

６ 前各項の規定にかかわらず、当社は、第２項の届出が次に掲げる場合に該当するときは、当該一般契約

を解除します。 

（１）  一般契約に係る承継により新たにそのデータ通信サービスの契約者になろうとする者がデータ通

信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

（２） 一般契約に係る承継により、新たにそのデータ通信サービスの契約者になろうとする者が、第６

３条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。 

（３） 第２項又は第３項に基づき提出された当社所定の書面又はその確認のための書類に不備があると

き又は契約申込書の記載若しくは届出の内容に虚偽若しくは不実の内容があるとき。 

（４） その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 
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（YAMADA Air Mobile 利用権の譲渡） 

第１３条の２ YAMADA Air Mobile利用権（契約者が YAMADA Air Mobile契約に基づいて YAMADA Air Mobile

の提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。）の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力

を生じません。 

２ YAMADA Air Mobile 利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面に

よりサービス取扱所に請求していただきます。ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書

類の添付をもって連署に代えることができます。 

３ 前項の規定により YAMADA Air Mobile 利用権の譲渡の承認を受けようとする者は、当社が当社所定の書

面の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを提出していただきます。 

４ 当社は、第２項の規定により YAMADA Air Mobile 利用権の譲渡の承認を求められたときは、次のいずれ

かに該当する場合を除いて、これを承諾します。 

（１） YAMADA Air Mobile 利用権を譲渡しようとする契約者又はその YAMADA Air Mobile 利用権を譲り

受けようとする者が YAMADA Air Mobile 等の料金その他の債務又は当社と契約を締結している他の

電気通信サービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

（２） YAMADA Air Mobile 利用権を譲渡しようとする契約者又はその YAMADA Air Mobile 利用権を譲り

受けようとする者が第６３条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反しているとき又は違反する

おそれがあるとき。 

（３） 第２項及び第３項に基づき提出された当社所定の書面等に不備があるとき又はそれらに虚偽若し

くは事実に反する記載があることが判明したとき。 

（４） YAMADA Air Mobile 利用権を譲り受けようとする者について、本人確認ができないとき。 

（５） その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

５ YAMADA Air Mobile 利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた一切の権利（預託金

の返還を請求する権利を除きます。）及び義務（譲渡があった日以前の YAMADA Air Mobile等の料金その

他の債務を除きます。）を承継します。ただし、料金表に別段の定めがあるときは、この限りでありませ

ん。 

６ 前項の規定によるほか、YAMADA Air Mobile 利用権の譲渡前の YAMADA Air Mobile の利用において、こ

の約款の規定に違反したことが判明したときは、当社は、この約款の規定により必要な措置を執ることが

あります。 

７ YAMADA Air Mobile利用権の譲渡があったときは、譲受人は、料金表第１表第５(手続きに関する料金）

に規定する料金の支払いを要します。 

 

（一般契約者が行う一般契約の解除） 

第１４条 一般契約者は、一般契約を解除しようとするときは、その旨をあらかじめ YAMADA Air Mobile 取

扱所に当社所定の方法により通知していただきます。 

 

（当社が行う一般契約の解除） 

第１５条 当社は、第３１条（利用停止）第１項の表の左欄に掲げる事由に該当してデータ通信サービスの

利用を停止された一般契約者が、なおその事由を解消しない場合は、その一般契約を解除することがあり

ます。 

２ 前項の規定にかかわらず、当社は、その事由が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められ
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るときは、データ通信サービスの利用停止をしないでその一般契約を解除することがあります。この場合

において、Ｙ！ｍｏｂｉｌｅ メールの利用において、過去に第６３条（利用に係る契約者の義務）第２項

の規定に違反し、YAMADA Air Mobileの利用を停止されたことがある契約者が、繰り返し同項の規定に違反

した場合も同様の取扱いを行うことがあります。 

３ 当社は、前２項の規定により、その一般契約を解除しようとするときは、あらかじめ一般契約者にその

旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 

４ 当社は、一般契約者について、破産法（平成１６年法律第７５号）、民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）若しくは会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に規定する手続開始の申立て又はその他これ

らに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその一般契約を解除することができます。 

５ 当社は、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合であって、以後その

一般契約に係るデータ通信サービスが利用されないものと認めたときは、死亡の事実を確認した日をもっ

てその一般契約を解除するものとします。 

 

第３節 定期契約 

 

（定期契約の種別） 

第１６条 データ通信サービスＡに係る定期契約には、次の種別があります。 

（１）第１種定期契約 

（２）第２種定期契約 

（３）第３種定期契約 

（４）第４種定期契約 

（５）第５種定期契約 

（６）第６種定期契約 

（７）第７種定期契約 

 

（契約申込みの方法） 

第１７条 定期契約の申込みをするときは、前条に定める種別のいずれかを指定して、当社所定の契約申込

書をYAMADA Air Mobile取扱所に提出していただきます。 

２ 前項の場合において、定期契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書

類を提出していただきます。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。 

３ 前２項の規定にかかわらず、一般契約者又は定期契約者からその契約を解除すると同時に新たな定期契

約の締結を行いたい旨の申出があったときは、当社は、その新たに締結する定期契約の申込みについて前

項の契約申込書の提出があったものとみなします。この場合の申込事項については、その一般契約者又は

定期契約者から別段の申出がない限り、現に提供しているデータ通信サービスに準じて取り扱います。 

 

（定期契約の申込みの承諾） 

第１８条 第９条（一般契約の申込みの承諾）の規定は、定期契約の申込みの承諾において準用します。 

 

（定期契約の期間） 

第１９条 第１種定期契約、第２種定期契約、第３種定期契約、第５種定期契約、第６種定期契約及び第７
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種定期契約の契約期間は、データ通信サービス契約を締結し、その契約に基づいて当社がデータ通信サー

ビスの提供を開始した日から始まり、その日を含む料金月から起算して次表に規定する料金月が経過する

こととなる料金月の末日に満了するものとします。 

定期契約の種別 料金月 

第１種定期契約 ２４料金月 

第２種定期契約 ２４料金月 

第３種定期契約 ２４料金月 

第５種定期契約 ３６料金月 

第６種定期契約 ３６料金月 

第７種定期契約 ３６料金月 

２ 第４種定期契約の契約期間は、データ通信サービス契約を締結し、その契約に基づいて当社がデータ通

信サービスの提供を開始した日から始まり、その日を含む料金月の翌月から起算して次表に規定する料金

月が経過することとなる料金月の末日に満了するものとします。 

定期契約の種別 料金月 

第４種定期契約 ２４料金月 

３ 定期契約が次条の規定により更新又は変更されたものである場合の契約期間は、前２項の規定にかかわ

らず、その更新の日又は変更の日から始まり、これらの日を含む料金月から起算して次表に規定する料金

月が経過することとなる料金月の末日に満了するものとします。 

定期契約の種別 料金月 

第１種定期契約 ２４料金月 

第５種定期契約 ３６料金月 

４ 定期契約が契約を解除すると同時に新たに締結されたものである場合の契約期間は、前３項の規定にか

かわらず、データ通信サービス契約を締結した日から始まり、新たに締結された契約の料金種別が適用さ

れる料金月から起算して次表に規定する料金月が経過することとなる料金月の末日に満了するものとしま

す。 

定期契約の種別 料金月 

第１種定期契約 ２４料金月 

第２種定期契約 ２４料金月 

第３種定期契約 ２４料金月 

第４種定期契約 ２４料金月 

第５種定期契約 ３６料金月 

第６種定期契約 ３６料金月 

第７種定期契約 ３６料金月 

 

（定期契約の満了に伴う契約の更新等） 

第２０条 第１種定期契約及び第５種定期契約は、第１種定期契約者又は第５種定期契約者からの当該契約

を更新しない意思表示がない限り、その契約が満了する日（以下「契約満了日」といいます。）の翌日に

更新します。その定期契約を更新するときは、第９条（一般契約の申込みの承諾）の規定に準じて取り扱

います。 

２ 第２種定期契約、第３種定期契約及び第４種定期契約は、それぞれ第２種定期契約者、第３種定期契約
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者又は第４種定期契約者からの当該契約を変更しない意思表示がない限り、その契約満了日の翌日に第１

種定期契約に変更します。 

３ 次の表の左欄に係る第６種定期契約及び第７種定期契約は、それぞれ第６種定期契約者又は第７種定期

契約者からの当該契約を変更しない意思表示がない限り、その契約満了日の翌日に次の表の右欄に係る第

５種定期契約に変更します。 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＳに係る料金種別 Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＳに係る料金種別 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＬに係る料金種別 Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＬに係る料金種別 

４ 前３項の意思表示ができる期間は、当社が別に定めます。 

 

（長期契約割引の取扱い） 

第２１条 第２種定期契約、第３種定期契約、第４種定期契約、第６種定期契約又は第７種定期契約を締結

した者は、当社が別に定める内容及び条件に基づき、その契約の種別に応じてそれぞれ次表に規定する額

の長期契約割引を受けることができます。 

種別 長期契約割引の額 

第２種定期契約 ３８，１７２円（４１，９８９．２円） 

第３種定期契約 ２５，１４３円（２７，６５７．３円） 

第４種定期契約 ６４，０００円（７０，４００円） 

第６種定期契約 ３８，３００円（４２，１３０円） 

第７種定期契約 ２５，７００円（２８，２７０円） 

 

（準用） 

第２２条 第７条（契約の単位）、第１０条（契約者識別番号）、第１１条（データ通信サービスの利用の

一時中断）、第１２条（一般契約者の氏名等の変更の届出及び当社から契約者に行う通知）、第１３条（一

般契約に係る契約者の地位の承継）、第１３条の２（YAMADA Air Mobile 利用権の譲渡）、第１４条（一

般契約者が行う一般契約の解除）及び第１５条（当社が行う一般契約の解除）は、定期契約について準用

します。 

 

第４章 付加機能 

 

（付加機能の提供） 

第２３条 当社は、契約者から請求があったときは、別記２の（１）に規定する付加機能を提供します。 

２ 前項の規定にかかわらず、別記２の（１）に規定する付加機能のうち、別記２の（２）に定める機能に  

ついては、契約者から請求があったものとみなして取り扱います。 

３ 前２項の規定にかかわらず、当社は、付加機能の提供を請求した者（前項の規定により請求があったも

のとみなされる場合の契約者を含みます。）がデータ通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠

り、又は怠るおそれがあるときには、その付加機能を提供しません。 

 

（データ通信サービスの利用の一時中断があった場合の取扱い） 

第２４条 当社は、データ通信サービスの利用の一時中断があったときは、別に定める場合を除きその付加

機能の利用の一時中断を行います。 
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第５章 ＵＳＩＭカード 

 

（ＵＳＩＭカードの貸与） 

第２５条 当社は、契約者に対し、ＵＳＩＭカードを貸与します。この場合において、貸与するＵＳＩＭカ

ードの数は、１のYAMADA Air Mobile契約につき１とします。 

２ 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するＵＳＩＭカードを変

更することがあります。この場合は、あらかじめその旨を契約者に通知します。 

 

（契約者識別番号その他の情報の登録等） 

第２６条 当社は、次の場合に、当社の貸与するＵＳＩＭカードに契約者識別番号その他の情報の登録等を

行います。 

（１） ＵＳＩＭカードを貸与するとき。 

（２） 前号に掲げる場合のほか、当社のＵＳＩＭカードの貸与を受けている契約者から、その契約者識

別番号その他の情報の登録等を要する請求があったとき。 

２ 当社は、前項の規定によるほか、第１０条（契約者識別番号）第２項（第２２条（準用）において準用

する場合を含みます。）又は第５９条（修理又は復旧の場合の暫定措置）の規定により契約者識別番号を

変更する場合は、契約者識別番号の登録等を行います。 

 

（ＵＳＩＭカードの情報消去及び返還） 

第２７条 当社は、次の場合には、当社の貸与するＵＳＩＭカードに登録された契約者識別番号その他の情

報を、当社が別に定める方法により消去します。 

（１） そのＵＳＩＭカードの貸与に係るデータ通信サービス契約の解除があったとき（契約の解除と同

時に新たに契約を締結した場合であって、当社が別に定める場合を除きます。）。 

（２） 前号に掲げる場合のほか、ＵＳＩＭカードを利用しなくなったとき。 

２ 当社のＵＳＩＭカードの貸与を受けている契約者は、前項各号に該当する場合、そのＵＳＩＭカードを

当社が別に定める方法により、当社が指定するYAMADA Air Mobile取扱所へ速やかに返還していただきます。 

３ 前項の規定によるほか、第２５条（ＵＳＩＭカードの貸与）第２項の規定により、当社がＵＳＩＭカー

ドの変更を行った場合、契約者は、変更前のＵＳＩＭカードを返還するものとします。 

 

（ＵＳＩＭカードの管理責任） 

第２８条 ＵＳＩＭカードの貸与を受けている契約者は、そのＵＳＩＭカードを善良な管理者の注意をもっ

て管理していただきます。 

２ ＵＳＩＭカードの貸与を受けている契約者は、ＵＳＩＭカードについて盗難にあった場合、紛失した場

合又は毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。 

３ 当社は、契約者以外の者がＵＳＩＭカードを利用した場合であっても、そのＵＳＩＭカードの貸与を受

けている契約者が利用したものとみなして取り扱います。 

４ 当社は、ＵＳＩＭカードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害を賠償する責任を負わないものと

します。 
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（暗証番号） 

第２９条 契約者は、当社が別に定める方法により、ＵＳＩＭカードにＵＳＩＭカード暗証番号（そのＵＳ

ＩＭカードを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます｡次項において同じとします。）を登録

することができます。この場合において、当社からそのＵＳＩＭカードの貸与を受けている契約者以外の

者が登録を行った場合、当社は、その契約者が登録を行ったものとみなします。 

２ 契約者は、ＵＳＩＭカード暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。 

 

第６章 利用中止及び利用停止 

 

（利用中止） 

第３０条 当社は、次の場合には、YAMADA Air Mobileの利用を中止することがあります。 

（１）当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 

（２）第３３条又は第３４条（通信利用の制限）第２項の規定により、通信の利用を中止するとき。 

２ 前項に規定する場合のほか、当社は、１の契約について、その料金月における YAMADA Air Mobileの利

用が著しく増加し、料金その他の債務の回収に支障が生じるおそれがあると認めた場合は、一時的に

YAMADA Air Mobile の利用を中止することがあります。この場合において、料金その他の債務の回収に支

障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。 

３ 前２項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、データ通信サービスＢ等の料金その

他の債務が同一料金月内において当社が定める限度額を超えた場合は、データ通信サービスＢの利用を中

止することがあります。この場合において、当社が個別に通知する料金が支払われ、所定の手続きが完了

したときは、その利用の中止を解除します。 

４ 当社は、前３項の規定によりYAMADA Air Mobileの利用を中止するときは、あらかじめその旨をその契約

者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 

 

（利用停止） 

第３１条 当社は、契約者について次の表の左欄に掲げる事由があるときは、同表の右欄に掲げる期間、そ

の YAMADA Air Mobileの利用を停止することがあります。ただし、利用停止を行う期間は、６か月を超え

ないものとします。 

利用停止事由 利用停止期間 

（１） YAMADA Air Mobile の料金その他の債務

について、支払期日を経過してもなお支払

わないとき又は支払われないおそれがある

とき（支払期日を経過した後に支払われた

場合であって、当社がその支払いの事実を

確認できないときを含みます。以下この条

において同じとします｡）。 

YAMADA Air Mobile の料金その他の債務を支払わな

いときはその料金その他の債務が支払われるまでの

間、YAMADA Air Mobile の料金その他の債務を支払

われないおそれがあるときはそのおそれが解消され

るまでの間 

（２） YAMADA Air Mobileに係る契約の申込みに

当たって当社所定の書面に事実に反する記

載を行ったことが判明したとき。 

当社が契約者本人を確認するための書類として当社

が別に定めるものを、当社が別に定める YAMADA Air 

Mobile 取扱所に提出していただくまでの間 

（３） 別記１の規定に違反したとき又は別記１ 当社が契約者本人を確認するための書類として当社
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の規定により届け出た内容について事実に

反することが判明したとき。 

が別に定めるものを、当社が別に定める YAMADA Air 

Mobile 取扱所に提出していただくまでの間 

（４） 契約者がYAMADA Air Mobileの利用におい

て第６３条（利用に係る契約者の義務）の

規定に違反したと当社が認めたとき。 

第６３条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反

するおそれがないものと当社が認めるまでの間 

（５） 第５０条（端末設備の接続）又は第５１

条（自営電気通信設備の接続）の規定に違

反して契約者回線に端末設備又は自営電気

通信設備を当社の承諾を得ずに接続したと

き。 

当該違反する行為が解消されたことを当社が認める

までの間 

（６） 第５２条（端末設備に異常がある場合等

の検査）若しくは第５３条（自営電気通信

設備に異常がある場合等の検査）の規定に

違反して当社の検査を受けることを拒んだ

とき又はその検査において、端末設備等規

則（昭和６０年郵政省令第３１号）又は技

術基準相当基準に適合していると認められ

ない端末設備若しくは自営電気通信設備の

契約者回線への接続を取りやめなかったと

き。 

当該違反する行為が解消されたことを当社が認める

までの間 

（７） 第５４条（端末設備の電波発射の停止命

令があった場合の取扱い）、第５５条（端末

設備の電波法に基づく検査）、第５６条（自

営電気通信設備の電波発射の停止命令があ

った場合の取扱い）又は第５７条（自営電

気通信設備の電波法に基づく検査）の規定

に違反して、検査を受けなかったとき。 

当該違反する行為が解消されたことを当社が認める

までの間 

（８） 第４４条（預託金）の規定による預託金

を預け入れないとき。 

預託金を預け入れるまでの間 

（９） 契約者が、クレジットカード又は預貯金

口座の名義人の同意を得ずその他不正な方

法で、そのクレジットカード又は預貯金口

座を料金その他の債務を支払うために当社

に届け出たと当社が認めたとき。 

当該違反する行為が解消されたことを当社が認める

までの間 

２ 当社は、前項の規定によりYAMADA Air Mobileの利用を停止するときは、あらかじめその理由及び利用停

止をする日をその契約者に通知します。ただし、次に定める場合は、この限りでありません。 

（１）前項の表第４号の規定により、YAMADA Air Mobileの利用を停止する場合であって、緊急や  むを

得ないとき。 

（２）前項の表第９号の規定により、YAMADA Air Mobileの利用を停止するとき。 
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第７章 通信 

 

第１節 通信の区分 

 

（通信の区分） 

第３２条 通信には、次の区分があります。 

区分 内容 

パケット通信モード （１） ＡＸＧＰ方式、ＴＤＤ－ＮＲ方式、ＦＤＤ－ＮＲ方式、ＴＤ

Ｄ－ＬＴＥ方式又はＦＤＤ－ＬＴＥ方式により符号、音響又は

影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備を使用して、パ

ケット交換方式により符号の伝送を行うためのもの（（２）及

び（３）に係るものを除きます。） 

（２） キャリアアグリゲーション技術（二以上の搬送波を同時に用

いて一体として行う無線通信の技術をいいます。）を用い、Ｆ

ＤＤ－ＬＴＥ方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行う

ための電気通信回線設備を使用して、パケット交換方式により

符号の伝送を行うためのもの 

（３） キャリアアグリゲーション技術を用い、ＡＸＧＰ方式又はＴ

ＤＤ－ＬＴＥ方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行う

ための電気通信回線設備を使用して、パケット交換方式により

符号の伝送を行うためのもの 

 

第２節 通信利用の制限 

 

（通信利用の制限） 

第３３条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、  

事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信

若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊

急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線（当

社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります｡）以外のものによる通信の利用を中止する措置

（特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます｡）をとることがあります。 

機 関 名 

気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係

がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供

に直接関係がある機関、電力の供給の確保に直接関係がある機関、水道の供給の確保に直接関係があ

る機関、ガスの供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関、別記３の基準に該当する新聞社等

の機関、預貯金業務を行う金融機関、国又は地方公共団体の機関 
 

 

第３４条 前条の規定による場合のほか、電気通信設備の安定的な運用又はYAMADA Air Mobileの円滑な提供

を図るため、当社は、パケット通信モードによる通信に関して、契約者に事前に通知することなく次の通
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信利用の制限を行うことがあります。この場合において、当社は、これらの通信利用の制限のために必要

な範囲において、通信に係る情報の収集、分析及び蓄積を行う場合があります。 

（１） 通信が著しくふくそうする場合又はふくそうするおそれがある場合に、通信時間又は特定地域の

契約者回線等への通信の利用を制限すること。 

（２） Ｙ！ｍｏｂｉｌｅ メールに係る通信が著しくふくそうする場合に、電子メール（インターネット・

メール・プロトコルに基づいて送受信される文字メッセージ等をいいます。以下同じとします。）

の配信を制限すること。 

（３） Ｙ！ｍｏｂｉｌｅ メールに係る通信において、多数の電子メールのアドレス（以下「メールアド

レス」といいます。）を指定して送信された電子メールであって、その電子メールのあて先に実在

しないメールアドレスが著しく多いと当社が認めたものについて、その電子メールの配信を拒否す

ること。 

（４） 契約者がＹ！ｍｏｂｉｌｅ メールのメール転送機能を利用して送信した電子メールについて、そ

の電子メ－ルの転送を継続して行うことが YAMADA Air Mobile の提供に重大な支障を及ぼすと当社

が認めた場合に、その電子メールの転送を停止すること。 

（５） 契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し、当社の電気通信設備を占有するこ

と、その他その通信が YAMADA Air Mobile の提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合

に、その通信を切断すること。 

（６） 契約者が、無線ＩＰアクセスサービス（当社の無線ＩＰ網を使用してインターネットに接続する

電気通信サービスをいいます。以下同じとします。）を利用する場合において、別記４及び５に規

定する禁止行為を行ったときに、その通信の切断又は制限を行うこと。 

（７） 一定期間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの

通信の利用を制限すること。 

（８） 契約者回線又は当社の電気通信設備等に対し、一定時間内に大量又は多数の通信が行われ、当社

の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える又は与えるおそれがあると当社が認めた場合に

おいて、契約者回線による全部又は一部の通信の利用を制限又は中止する措置。 

２ 当社は前項によるほか、パケット通信モードによる通信に関して、一定時間内に大量又は多数の通信が

あったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する処置をとることがあり

ます。 

３ 削除 

４ 当社は前３項によるほか、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通

を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト（同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規

約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。）において指定された接続先と

の間の通信を遮断することがあります。 

５ 当社は前４項によるほか、契約者の通信について、当社が別に定める通信プロトコル又は通信ポートに

係る通信を遮断する処置をとることがあります。 

 

第８章 料金等 

 

第１節 料金及び工事に関する費用 
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（料金及び工事に関する費用） 

第３５条 データ通信サービスの料金は、料金表第１表（データ通信サービスに関する料金）に規定する基

本使用料、パケット通信料、国際アウトローミングに係る通信料、契約解除料、手続に関する料金、電話

ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料及びＢＢユニバーサルサービス料とします。 

２ データ通信サービスの工事に関する費用は、料金表第２表（工事費）に規定する工事費とします。 

 

第２節 料金等の支払義務 

 

（基本使用料の支払義務） 

第３６条 契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日が属する料金月から契約の

解除があった日の前日が属する料金月までの期間について、料金表第１表第１（基本使用料）に規定する

料金の支払いを要します。ただし、この約款又は料金表に別段の定めのある場合は、その定めるところに

よります。 

２ 前項の期間において、次に掲げる事由によりデータ通信サービスを利用することができない状態が生じ

たときの料金の支払いは、それぞれ次に定めるところによります。 

（１） 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。 

（２） 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。 

（３） その他データ通信サービスを利用できなかったときは契約者は、その期間中の料金の支払いを要

します。ただし、次の表の左欄に該当する場合は、右欄に規定する料金の支払いを要しません。 

区 別 支払いを要しない料金 

契約者の責めによらない理由により、そのデー

タ通信サービスを全く利用することができない

状態（その契約に係る電気通信設備による全て

の通信に著しい支障が生じ、全く利用できない

状態と同程度の状態となる場合を含みます｡第

５９条第１項及び第２項において同じとしま

す。）が生じた場合に、そのことを当社が認知

した時刻から起算して、２４時間以上その状態

が連続したとき。 

そのことを当社が認知した時刻以後の利用できな

かった時間（２４時間の倍数である部分に限りま

す｡）について、２４時間ごとに日数を計算し、そ

の日数に対応するそのデータ通信サービスについ

ての料金 

 

３ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その基本使用料に係る料金

を返還します。 

 

（パケット通信料の支払義務） 

第３７条 契約者は、その契約者回線と契約者回線等との間のパケット通信（その契約者回線の契約者以外

の者が行ったパケット通信を含みます。）について、料金表第１表第２（パケット通信料）の規定に基づ

いて算定した料金の支払いを要します。ただし、この約款又は料金表に別段の定めのある場合は、その定

めるところによります。 

２ パケット通信モードに係る課金対象パケットの情報量は、当社の機器により測定します。この場合にお

いて、回線の故障等発信者又は着信者の責めによらない理由により、課金対象パケットが通信の相手先に

到達しなかった場合には、そのパケットについては、情報量の測定から除きます。 



 16 

３ 契約者は、パケット通信料について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場

合は、過去の利用実績等を勘案して当社が別記６に規定する方法により算定した料金額の支払いを要しま

す。 

 

（国際アウトローミングに係る通信料の支払義務） 

第３８条 契約者は、国際アウトローミングを利用したときは、料金表第１表第３（国際アウトローミング

に係る通信料）に規定する国際アウトローミングに係る通信料の支払いを要します。この場合において、

国際アウトローミングに係る通信料の算定に係る通信時間、情報量又は通信回数は、その国際アウトロー

ミングに係る海外事業者又は当社の機器等により測定します。 

２ 国際アウトローミングに係る海外事業者又は当社の機器等の故障等により国際アウトローミングに係る

通信料を正しく算定できなかった場合は、別記６の規定に準じて取り扱います。 

 

（定期契約に係る契約解除料の支払義務） 

第３９条 定期契約者は、その契約期間中に定期契約の解除があったときは、料金表第１表第４（契約解除

料）に定めるところにより契約解除料の支払いを要します。ただし、この約款又は料金表に別段の定めの

ある場合は、その定めるところによります。 

２ 前項の場合において、当社は、事業法施行規則第２２条の２の３第２項に規定する通知を行う場合、契

約者が料金表第１表第４(契約解除料)１（適用）（２）ア、イ、ウ又はエの規定による契約解除料の適用

除外の適用を受ける期間を、あらかじめＹ！ｍｏｂｉｌｅメール、電子メールまたはショートメッセージ

（ＳＭＳ）を配信する方法(以下、「電子メール等」といいます。)により通知します。この場合において、

通常、契約者が当該電子メール等を受信すべきときに、契約者に到達したものとみなします。 

３ 前項の規定にかかわらず、当社が電子メール等を送信できないと判断した契約者に対しては、書面によ

り通知します。 

 

（手続に関する料金の支払義務） 

第４０条 契約者は、データ通信サービス契約の申込み又は手続を要する請求をし、その承諾を受けたとき

は、料金表第１表第５（手続に関する料金）に規定する手続に関する料金の支払いを要します。ただし、

その手続の着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りではありません。こ

の場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。 

 

（電話ユニバーサルサービス料の支払義務） 

第４１条 契約者は、料金表第１表第６（電話ユニバーサルサービス料）に規定する電話ユニバーサルサー

ビス料の支払いを要します。 

 

（電話リレーサービス料の支払義務） 

第４１条の２ 契約者は、料金表第１表第７（電話リレーサービス料）に規定する電話リレーサービス料の

支払いを要します。 

 

（ＢＢユニバーサルサービス料の支払義務） 

第４１条の３ 契約者は、料金表第１表第８（ＢＢユニバーサルサービス料）に規定するＢＢユニバーサル
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サービス料の支払いを要します。 

 

（工事費の支払義務） 

第４２条 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第２表（工事費）に定める

工事費の支払いを要します。ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し（次項に

おいて「解除等」といいます｡）があったときは、この限りではありません。この場合、既にその工事費が

支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。 

２ 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して

解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。 

 

（契約者以外の者による料金の支払い） 

第４２条の２ 契約者及び契約者以外の者（以下この条において「支払者」といいます。）の同意のもと、

契約者のYAMADA Air Mobile等の料金その他の債務及び契約者が当社と契約を締結している他のサービス等

に関する料金その他の債務（その契約約款及び料金表等に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料

金以外の債務をいい、契約者のYAMADA Air Mobile等の料金その他の債務と併せて、以下「契約者の債務」

といいます。）の支払いについて、支払者に請求先を設定する申込みがあり、当社がそれを承諾した場合

は、当社は申し込まれた支払者に契約者の債務の支払いを請求します。この場合であっても、支払者は契

約者のために請求先として設定されるものであり、契約者の債務は、契約者が負担しているものとします。 

２ 前項の規定により、当社が支払者に契約者の債務の支払いを請求している場合、支払者が契約者の債務

について支払いを拒んだと当社が認めたときは、当社は契約者に契約者の債務の支払いを請求することが

あります。 

 

第３節 料金の計算及び支払い 

 

（料金の計算及び支払い） 

第４３条 料金の計算方法並びに料金及び工事費の支払方法は、料金表通則に規定するところによります。 

 

第４節 預託金 

 

（預託金） 

第４４条 契約者、第１３条（一般契約に係る契約者の地位の承継）の規定による承継に基づき新たにその

契約者になろうとする者又は第１３条の２（YAMADA Air Mobile利用権の譲渡）の規定による譲渡に基づき

YAMADA Air Mobile利用権を譲り受けようとする者（第２２条（準用）においてそれぞれ準用する場合を含

みます。）は、次の場合には、YAMADA Air Mobileの利用に先立って当社が指定する期日までに預託金を預

け入れていただくことがあります。 

（１） YAMADA Air Mobile 契約の申込みの承諾を受けたとき。 

（２） YAMADA Air Mobileに係る契約を承継したとき。 

 （３） 第３０条（利用中止）第２項の規定による利用中止を受けた後、その利用中止が解除されるとき。 

（４） 第３１条（利用停止）第１項の表第１号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除

されるとき。 
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（５） 第６６条（国際アウトローミングの利用に関する特例）第６項に基づき国際アウトローミングの

利用の中止が解除されるとき。 

（６） YAMADA Air Mobile利用権の譲渡の承認を請求したとき。 

２ 預託金の額は、１０万円以内で当社が別に定める額とします。 

３ 預託金については、無利息とします。 

４ 当社は、その YAMADA Air Mobile に係る契約の解除又は YAMADA Air Mobile 利用権の譲渡等により、預

託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。この場

合において、その契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還する預託金をその額に充当

し、残額を返還します。 

 

第５節 割増金及び延滞利息 

 

（割増金） 

第４５条 契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額

（消費税相当額を加算しない額とします｡）の２倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金とし

て、当社が指定する期日までに支払っていただきます。 

 

（延滞利息） 

第４６条 契約者は、料金その他の債務（延滞利息を除きます。）について支払期日を経過してもなお支払

がない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年１４．５％

の割合（年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、３６５日当たりの割合とします。）で計算

して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。 

 

第９章 保守 

 

（当社の維持責任） 

第４７条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則（昭和６０年郵政省令第３０号）

に適合するよう維持します。 

 

（契約者の維持責任） 

第４８条 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備を端末設備等規則又は技術基準相当基準に適合するよ

う維持していただきます。 

２ 前項の規定のほか、契約者は、端末設備（移動無線装置に限ります｡第５４条及び第５５条において同じ

とします。）又は自営電気通信設備（移動無線装置に限ります｡第５６条及び第５７条において同じとしま

す。）を無線設備規則（昭和２５年電波監理委員会規則第１８号）に適合するよう維持していただきます。 

 

（契約者の切分責任） 

第４９条 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者

回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備又は自営電気通信

設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。 
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２ 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、当社が別に定めるYAMADA Air Mobile

取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。 

３ 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者

の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、

契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、

上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。 

 

（端末設備の接続） 

第５０条 契約者は、その契約者回線に端末設備を接続するとき（その契約者回線に接続されている電気通

信設備を介して接続するときを含みます。）は、当社所定の書面により、当社が別に定める YAMADA Air 

Mobile 取扱所にその接続の請求をしていただきます。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。 

（１） その接続が端末設備等規則に適合しないとき。 

（２） その接続が電気通信事業法施行規則（昭和６０年郵政省令第２５号。以下「事業法施行規則」と

いいます。）第３１条で定める場合に該当するとき。 

３ 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が端末設備規則に適合するかどう

かの検査を行います。 

（１） 事業法第５３条第１項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。 

（２） 事業法施行規則第３２条第１項各号で定める場合に該当するとき。 

４ 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。 

５ 前４項の規定によるほか、当社は、契約者から当社が別に定める方法により外国の無線局（電波法（昭

和２５年法律第１３１号）第１０３条の５に規定するものをいいます。以下同じとします。）の端末設備

の接続の請求があったときは、その端末設備が電波法第１０３条の５第１項に規定する総務大臣の許可を

受けたもの（以下「技術基準相当基準」といいます。）に該当することを当社が確認できない場合を除き、

その請求を承諾します。 

６ 契約者がその端末設備を変更したときについても、前５項の規定を準用します。 

７ 契約者は、その契約者回線への端末設備の接続を取りやめたときは、その旨を当社が別に定める YAMADA 

Air Mobile取扱所に通知していただきます。 

 

（自営電気通信設備の接続） 

第５１条 契約者は、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するとき（その契約者回線に接続されてい

る電気通信設備を介して接続するときを含みます。）は、当社所定の書面により、当社が別に定めるYAMADA 

Air Mobile取扱所にその接続の請求をしていただきます。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。 

（１） その接続が端末設備等規則に適合しないとき。 

（２） その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認

定を受けたとき。 

３ 当社は、前項の請求の承諾を行うに当たっては、事業法施行規則第３２条第１項各号で定める場合に該

当するときを除き、その接続が端末設備等規則に適合するかどうかの検査を行います。 

４ 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。 
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５ 前４項の規定によるほか、当社は、契約者から当社が別に定める方法により外国の無線局の自営電気通

信設備の接続の請求があったときは、その自営電気通信設備が技術基準相当基準に該当することを当社が

確認できない場合を除き、その請求を承諾します。 

６ 契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、前５項の規定を準用します。 

７ 契約者は、その契約者回線への自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、その旨を当社が別に定め

る YAMADA Air Mobile 取扱所に通知していただきます。 

 

（端末設備に異常がある場合等の検査） 

第５２条 当社は、契約者回線に接続されている端末設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円

滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その端末設備の接続が端末設備等規則

又は技術基準相当基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約

者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第３２条第２項で定める場合を除き、検査を受けるこ

とを承諾していただきます。 

２ 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。 

３ 契約者は、第１項の検査を行った結果、端末設備が端末設備等規則又は技術基準相当基準に適合してい

ると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。 

 

（自営電気通信設備に異常がある場合等の検査） 

第５３条 契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円

滑な提供に支障がある場合の検査については、前条の規定に準じて取り扱います。 

 

（端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い） 

第５４条 契約者は、契約者回線に接続されている端末設備について、電波法（昭和２５年法律第１３１号）

の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末設備の使用

を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。 

２ 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、

正当な理由がある場合を除き、その旨を承諾していただきます。 

３ 契約者は、前項の検査等の結果、端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約

者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。 

 

（端末設備の電波法に基づく検査） 

第５５条 第５２条（端末設備に異常がある場合等の検査）に規定する検査のほか、端末設備の電波法に基

づく検査を受ける場合の取扱いについては、同条第２項及び第３項の規定に準ずるものとします。 

 

（自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い） 

第５６条 自営電気通信設備について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、第５

４条（端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い）の規定に準ずるものとします。 

 

（自営電気通信設備の電波法に基づく検査） 

第５７条 自営電気通信設備の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、第５５条（端末設備
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の電波法に基づく検査）の規定に準ずるものとします。 

 

（修理又は復旧） 

第５８条 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するも

のとします。ただし、２４時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。 

２ 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第３３条（通

信利用の制限）の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、当該通信に係る電気通信設備を

当社が別に定めるところにより修理し、又は復旧します。 

 

（修理又は復旧の場合の暫定措置） 

第５９条 当社は、当社の電気通信設備を修理し、又は復旧するときは、暫定的にその契約者識別番号を変

更することがあります。 

 

第１０章 損害賠償 

 

（責任の制限） 

第６０条 当社は、データ通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその

提供をしなかったときは、そのデータ通信サービスを全く利用することができない状態にあることを当社

が認知した時刻から起算して、２４時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償し

ます。 

２ 前項の場合において、当社は、データ通信サービスが全く利用することができない状態にあることを当

社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間（２４時間の倍数である部分に限ります｡）について、２

４時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのデータ通信サービスに係る料金表第１表第１（基本

使用料）に規定する料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します（別に料金表に定める場合

を除きます。）。 

３ 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、日割り計算を行います。 

４ 当社は、データ通信サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供を

しなかったときは、前３項の規定は適用しません。 

 

（免責） 

第６１条 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧、更改又は撤去に当たって、その電気通信設備に記憶

されている通信に関する情報が変化し、又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意

又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。 

２ 当社は、この約款の変更又は法令の改廃により端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更（以下こ

の項において「改造等」といいます｡）を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用につ

いては負担しません。ただし、端末設備等規則の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端

末設備又は自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る端末

設備又は自営電気通信設備の改造等に要する費用に限り負担します。 
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第１１章 雑則 

 

（承諾の限界） 

第６２条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若

しくは怠るおそれがあるとき、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、保守することが著しく困

難であるとき又はその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。

この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場

合には、その定めるところによります。 

 

（書面等の提出等） 

第６２条の２ 契約者又はYAMADA Air Mobileに係る契約の申込みをする者（承継等の手続きをする者を含み

ます。）は、当社が承認した場合、当社所定の書面等の提出等に代えて、当社指定の方法（電磁的方法や

インターネットを経由して当社所定の書式をYAMADA Air Mobile取扱所等へ送信する方法を含みます。）に

より提出等をすることができます。 

 

（利用に係る契約者の義務） 

第６３条 契約者は、次のことを守っていただきます。 

（１）  端末設備又は自営電気通信設備を取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に

線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があ

るとき又は端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この

限りでありません。 

（２）  故意に多数の不完了呼を発生させ、その他通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わ

ないこと。 

（３）  故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わない

こと。 

（４）   端末設備若しくは自営電気通信設備又はＵＳＩＭカードに登録されている契約者識別番号その他

の情報を読み出し、変更し、又は消去しないこと。 

（５）  公の秩序又は善良の風俗に反しないこと、法令に反しないこと、又は他人の権利利益を害する態

様でインターネット接続機能を利用しないこと。 

（６）  位置情報（端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報（端末設備等規則第２２条に規定する位置

登録制御に係るものを除きます。）をいいます。）を取得することができる端末設備を契約者回線

へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しな

いよう必要な措置を講じること。契約者は、この規定に違反して他人に与えた損害について、一切

の責任を負っていただきます。 

（７）  Ｙ！ｍｏｂｉｌｅ メールの送信は、当社が別に定める方法により行うこと。 

（８）  ワイモバイル通信サービス利用権の譲渡を行うときは、第１３条の２（YAMADA Air Mobile利用権

の譲渡）（第２２条（準用）において準用する場合を含みます。）の規定により、当社の承認を受

けること。 

 

 



 23 

２ 当社は、Ｙ！ｍｏｂｉｌｅ メールの送信に当たって、次の行為並びに別記４及び５に規定する禁止行為

があったものと認めたときは、前項第７号の規定に違反したものとして取り扱います。 

（１） 広告又は宣伝の手段として送信するＹ！ｍｏｂｉｌｅ メールについて、受信を拒否する意思表示

があったにもかかわらず、再度送信する行為 

（２） 当社が大量と認めるＹ！ｍｏｂｉｌｅ メールを実在しないメールアドレスへ送信する行為 

（３） 電気通信設備又は電子計算機についてその意図に沿うべき動作をさせず又はその意図に反する動

作をさせる不正な指令に係る電磁的記録その他の記録をＹ！ｍｏｂｉｌｅ メールを利用して送信

する行為 

（４） 前各号によるほか、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律（平成１４年法律第２６号）

又は特定商取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号）の規定に違反してＹ！ｍｏｂｉｌｅ メー

ルを送信する行為 

 

（電気通信事業者へのパーソナルデータの通知） 

第６４条 契約者は、第１４条（一般契約者が行う一般契約の解除）又は第１５条（当社が行う一般契約の

解除）（第２２条（準用）においてそれぞれ準用する場合を含みます。）の規定に基づき契約を解除した

後、料金その他の債務の支払いがない場合は、電気通信事業者（携帯電話事業者（携帯電話サービスを提

供する電気通信事業者をいいます。）及びＢＷＡアクセスサービス事業者（ＢＷＡアクセスサービスを提

供する電気通信事業者をいいます。）に限ります。）からの請求に基づき、パーソナルデータ（個人に関

するすべてのデータを意味し、個人情報保護法における個人情報には限られません。以下「契約者に係る

パーソナルデータ」といいます。）を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。 

 

（契約者に係るパーソナルデータの利用） 

第６５条 当社は、契約者に係るパーソナルデータの取扱いに関する指針（以下「プライバシーポリシー」

といいます。）を定め、これを当社のホームページ等において掲示します。 

２ 削除 

３ 削除 

４ 契約者に係るパーソナルデータの取扱いに関して、この約款に別段の定めがあるときは、プライバシー

ポリシーの定めに関わらずこの約款の定めるところによります。 

 

（住民票取得の同意） 

第６５条の２ 契約者は、債権管理のために当社が必要と認めた場合には、契約者の住民票を当社が取得し

利用することに同意するものとします。 

 

（注意喚起） 

第６５条の３ 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構

がサイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備に関して行

う助言及び情報の提供に従って、送信型対電気通信設備サイバー攻撃（事業法第１１６条の２第１項第１

号に定めるものをいいます。）によりYAMADA Air Mobileの提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要

な限度で、当該電気通信設備のＩＰアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約

者を確認し、注意喚起を行うことがあります。 



 24 

 

（国際アウトローミングの利用に関する特例） 

第６６条 海外事業者が定める国際アウトローミングのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、

ビルの陰、山間部、海上等電波が伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。 

２ 電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、国際アウトローミングを利用することができな

い場合があります。 

３ 国際アウトローミングの利用については、外国の法令又は海外事業者が定める契約約款等により制限さ

れることがあります。 

４ 当社は、契約者が当社に支払うべき国際アウトローミングに係る通信料の１の料金月における累計額（当

社がその料金月において確認できた国際アウトローミングの利用に係る額とし、既に当社に支払われた額

を除きます。）が、当社が別に定める金額を超えた場合に、データ通信サービスの料金その他の債務の回

収に支障が生じるおそれがあると判断したときは、国際アウトローミングの利用を中止します。 

５ 当社は、前項の規定により国際アウトローミングの利用を中止したときは、その旨を当該契約者に通知

します。 

６ データ通信サービスの料金その他の債務の全てが支払われた場合、国際アウトローミングの利用の中止

を解除します。 

 

（法令に規定する事項） 

第６７条 YAMADA Air Mobile の提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めると

ころによります。 

 

（閲覧） 

第６８条 この約款において当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。 

 

（約款の掲示） 

第６９条 当社は、この約款（変更があった場合は変更後の約款）を当社のインターネットホームページ又

は当社が指定する YAMADA Air Mobile取扱所に掲示します。 

 

（合意管轄） 

第７０条 契約者と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄す

る地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

（準拠法） 

第７１条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国の法令に準拠するものとします。 

 

第１２章 付随サービス 

 

（付随サービス） 

第７２条 YAMADA Air Mobile に関する付随サービスの取扱いについては、料金表第３表（付

随サービスに関する料金）に定めるところによります。
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別記 

 

１ 契約者の氏名等の変更に係る届出及び当社から契約者に行う通知の細則（第１２条関係） 

（１） 第１２条（一般契約者の氏名等の変更の届出及び当社から契約者に行う通知）第１項に規定する

契約者連絡先とは、氏名、名称、住所のほか、電話番号、請求書の送付先、メールアドレス又はそ

の他当社が契約者の承諾を得て別に定める連絡方法をいいます。 

（２） 当社は、この約款に基づき、契約者に通知その他の連絡（以下別記１において「通知等」といい

ます｡）を行う必要がある場合であって、書面その他当社が契約者の承諾を得て別に定める連絡方法

によりその通知等を行うときは、契約者から届出のあった契約者連絡先に係る情報に基づいて行い

ます。 

（３） 契約者は、契約者連絡先に変更があったときは、その旨を速やかに当社が別に定める方法により

届け出ていただきます。 

（４） 当社は、(３)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただく

ことがあります。 

（５） 契約者は、契約者が(３)の届出を怠ったことにより、当社が従前の契約者連絡先に宛てて送付し

た通知等については、その通知等が不到達の場合においても、通常その到達すべき時にその契約者

に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。 

（６） 契約者が事実と異なる届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて送付

した通知等についても、(５)と同様とします。 

（７） 当社は、契約者連絡先に宛てて送付した通知等が当社に返戻される等その他の理由により、届出

のあった契約者連絡先が事実と異なるものであると判断した場合、以後、通知等は行わないことと

します。 

（８） 当社は、当社がその契約者回線について第１０条（契約者識別番号）第３項、第１５条（当社が

行う一般契約の解除）第３項、第２５条（ＵＳＩＭカードの貸与）第２項、第３０条（利用中止）

第３項、第３１条（利用停止）第２項、第４９条（契約者の切分責任）第２項、第６２条（承諾の

限界）又は第６６条（国際アウトローミングの利用に関する特例）第５項に定める規定に基づいて

書面による通知等を行うことができないときは、これらの規定にかかわらず、通知を省略します。 

（９） 契約者は、(３)の届出を怠った、又は当社に事実と異なる届出を行った場合、当社がその契約者

連絡先に係る情報に基づいて通知等を行ったことに起因する損害について、当社が一切責任を負わ

ないことに同意していただきます。 

 

２ 付加機能の提供（第２３条関係） 

（１） 当社は、契約者から請求があったときは、次表に規定する付加機能を提供します。 

種 類 提 供 条 件 

国際アウトローミン

グ 

（１） 主として当社のホームページ等において掲示する海外事業者に係る電

気通信設備を使用して提供する電気通信サービスであって、当社におい

てその海外事業者に係る電気通信設備から送出された確認信号（ＵＳＩ

Ｍカードを装着した移動無線装置の在圏が当該海外事業者に係る電気通

信設備において確認されたことを通知する信号をいいます。）による認

証を行って、通信を行うことができる機能をいいます。 
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（２） 国際アウトローミングを利用できる海外事業者、当該海外事業者に係

る通信方式、通信の区別及び料金区分は、当社のホームページ等におい

て掲示するところによります。 

（３） 当社は、端末設備の通信終了ボタンを押す等の通信終了の信号を受け

たとき又は一定時間内にその接続確認が取れなかったときはパケット通

信を切断します。 

（４） 当社は、新たな YAMADA Air Mobile 契約（YAMADA Air Mobile 契約の

申込みに先立って携帯電話番号ポータビリティ又は番号移行による利用

の申し出があった場合、YAMADA Air Mobile 契約を解除すると同時に新

たな YAMADA Air Mobile 契約を締結する場合又は当社と契約を締結して

いる他の電気通信サービスに係る契約約款に基づいて提供するその電気

通信サービスに係る契約の解除と同時に YAMADA Air Mobile 契約を締結

する場合を除きます。）の締結と同時に端末設備を購入しない契約者につ

いては、当社が YAMADA Air Mobile の提供を開始した日の属する料金月

から起算して４料金月を経過することとなる日の属する料金月の末日ま

での間、国際アウトローミングを提供しません。 

（５） 当社は、データ通信サービスＡに係る YAMADA Air Mobile 契約につい

て、国際アウトローミングを提供しません。 

Ｙ！ｍｏｂｉｌｅ 

メール 

（１） 当社が割り当てたメールアドレスを使用して、当社が設置するメール

蓄積装置により電子メールの受信、蓄積、送信又は転送等を行うことが

できる機能をいいます。 

（２） メール機能には、次の機能があります。 

  （ア）迷惑メールフィルタ機能 

当社が指定する接続方法によりメール機能を利用した場合は、当

社がスパムメール（メールの内容に特定のＩＰアドレスを送信源と

するメッセージをいいます。）に係る通信と認定したものを検知し、

それを消去する機能をいいます。 

（イ）自動転送機能 

契約者に割り当てたメールアドレス宛の電子メールを当社が指定

する方法により契約者が指定した転送先に転送する機能をいいま

す。 

（ウ）自動返信機能 

契約者に割り当てたメールアドレス宛の電子メールに対して当社

が指定する方法により返信する機能をいいます。 

（３） 本機能の利用に当たっては、料金の支払いを要しません。 

（４） メール機能に係る提供条件等は、次に定めるところによります。 

（ア） 当社は、メール機能を利用するために必要なメールＩＤとパスワー

ドを１契約ごとに各１個発行し、契約者は善良な管理者の注意をもっ

て管理していただきます。当社はメールＩＤとパスワードの盗難、紛

失等によって生じた損害等について責任は負わないものとします。 
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（イ） 当社は技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合並びに当社が別に

定める場合に限りメールアドレスの変更を行います。この場合すでに

蓄積している情報を消去します。 

（ウ） 電気通信設備に蓄積した情報は、当社が別に定める時間が経過した

後に消去されます。 

（エ） （イ）又は（ウ）の規定により消去された情報は、復元できません。 

（オ） 当社は、本機能に関して、インターネット接続に係る電気通信設備

（当社が設置するものを除きます。）の品質の保証をしません。 

（カ） 当社は、本機能を使用した場合に生じた情報等の破損若しくは滅失

による損害又は知りえた情報による損害については、責任を負わない

ものとします。 

（キ） 当社は、迷惑メールフィルタ機能によってすべてのコンピュータウ

ィルス及びスパムメールを検知し消去することを保証するものではあ

りません。 

（ク） メール機能に関する提供条件については、当社が別に定めるところ

によります。 

（５） 本機能を利用するためには、次に定める事項を実施することを要しま

す。 

（ア） 事前に「Ｙ！ｍｏｂｉｌｅメール利用規約」に同意していただきま

す。 

（イ） 契約者サイトで利用の登録をしていただきます。 

（６） 「Ｙ！ｍｏｂｉｌｅメール利用規約」に違反する行為があったものと

認められた場合、当社は第６３条（利用に係る契約者の義務）第１項第

７号に違反したものとして取り扱います。 

インターネット接続

機能 

（１） 契約者は、無線ＩＰアクセスサービスを利用することができます。 

（２） 無線ＩＰアクセスサービスの利用に関しては、料金の支払いを要しま

せん。 

（３） 当社はこの機能の利用に関して、相互接続点を介して接続している電

気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 

（４） 電波状態により、この機能を利用して送受信された情報等が破損又は

滅失することがあります。この場合において、当社は一切の責任を負わ

ないものとします。 

特定情報接続機能 

【オンライン料金案

内】 

（１） 特定情報（サービスに係る設定、変更等のために設置されている当社

の電気通信設備に蓄積している情報であって、当社が別に定めるものを

いいます。）への接続を行う機能をいいます。  

（２） 特定情報接続機能の利用に係る通信はパケット通信モードにより行い

ます。 

限度額設定機能【一

定額ストップサービ

ス】 

（１） その契約者回線を用いて行われた料金その他の債務（有料情報サービ

スにより生じた情報提供者の債権及び回収代行サービスの料金を含み

ます。）の累計額が、契約者があらかじめ指定した限度額を超えたとき
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に、その契約者から発信する通信（当社が別に定めるものを除きます。

以下この欄において同じとします。）を規制する機能をいいます。 

（２） 当社は累計額が、契約者があらかじめ指定した限度額を超えたことを

当社が確認したときから、確認日を含む料金月の翌料金月の初日におけ

る当社が別に定める時刻までの間、その契約者から発信する通信を規制

します。 

（３） 累計額の算定の対象となる料金等、本機能に関するその他の提供条件

については、当社が別に定めるところによります。 

（４） 当社は、データ通信サービスＡに係る YAMADA Air Mobile 契約につい

て、限度額設定機能を提供しません。 
 

（２） 前項の規定にかかわらず、次表の付加機能は、請求があったものとして取り扱います。ただし、

国際アウトローミングについて契約者から利用拒否の意思表示があった場合は、この限りではあり

ません。 

請求があったものとして取り扱う付加機能 

国際アウトローミング、Ｙ！ｍｏｂｉｌｅ メール、インターネット接続機能、特定情報接続機能 
 

 

３ 新聞社等の基準（第３３条関係） 

区 分 基 準 

（１）新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 

ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目

的として、あまねく発売されること 

イ 発行部数が１の題号について、８，０００部以上であること 

（２）放送事業者等 放送法（昭和２５年法律第１３２号）第２条に定める放送事業者及び有線

テレビジョン放送法（昭和４７年法律第１１４号）第２条に定める有線テ

レビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 

（３）通信社 新聞社又は放送事業者等にニュース（（１）欄の基準のすべてを備えた日

刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情

報（広告を除きます｡）をいいます｡）を供給することを主な目的とする通

信社 
 

 

４ 無線ＩＰアクセスサービス及びＹ！ｍｏｂｉｌｅ メールの利用における禁止行為（第３４条、第６３条

関係） 

（１） 電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為 

（２） （１）のほか、当社若しくは他社のインターネット関連設備の利用若しくは運営又は他の契約者

の平均的な利用の範囲に支障を与える行為若しくは与えるおそれがある行為 

（３） 無断で他人に広告、宣伝若しくは勧誘する行為 

（４） 他人に嫌悪感を抱かせ又は嫌悪感を抱かせるおそれがある文章その他の表現を送信、記載若しく

は転載する行為 

（５） 他人になりすまして各種サービスを利用する行為 

（６） 他人の著作権、肖像権、商標権、特許権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれがある
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行為 

（７） 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為又は侵害するおそれがある行為 

（８） 他人を差別し若しくは誹膀中傷し又はその名誉若しくは信用を毀損する行為 

（９） 猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書その他の情報を

送信、記載又は掲載する行為 

（１０） 無限連鎖講（ネズミ講）若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為 

（１１） 連鎖販売取引（マルチ商法）に関して特定商取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号）に

違反する行為 

（１２） 無線ＩＰアクセスサービスにより利用し得る情報を改ざんし、又は消去する行為 

（１３） ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為 

（１４） 犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為 

（１５） （１）から（１３）のほか、法令又は慣習に違反する行為 

（１６） 売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為 

（１７） その他、当社サービスの運営を妨げる行為 

（１８） 上記（１６）までの禁止行為に該当するコンテンツヘのアクセスを助長する行為 

 

５ 大量のＹ！ｍｏｂｉｌｅ メール送信が行われた場合の取扱い（第３４条、第６３条関係） 

当社は、１の契約者回線から当社が指定する数の電子メールの送信が行われたときは、別記１７の（１）

又は（２）に該当する行為がなされたものとして取り扱います。ただし、その契約者からその送信行為が

当該条項に該当しない旨の申告があり、当社が当該条項には該当しないと認めた場合は、この限りであり

ません。 

  

６ 当社の機器の故障等によりパケット通信料を正しく算定できなかった場合の取扱い（第３６条、第３７

条関係） 

（１） 当社の機器の故障等によりパケット通信料を正しく算定できなかった場合は、次のとおり取り

扱います。 

ア 過去１年間の実績を把

握することができる場合 

機器の故障等により正しくパケット通信料が算定することができなか

った日の初日（初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総

合的に判断して機器の故障等があったと認められる日）を含む料金月

までの１２料金月の間の各料金月における１日平均のパケット通信料

が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 

イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した１日

平均のパケット通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日

数を乗じて得た額 
 

（２） （１）の場合において特別の事情があるときは、契約者と協議して、その事情を参酌するもの

とします。 

 



 30 

料金表 

 

 

通則 

 

(料金の計算方法等) 

１ 当社は、料金及び工事費の計算について、次の表に規定するとおりとします。 

区分 計算方法 

（１） （２）以外のもの この料金表に規定する税抜額（消費税相当額

を加算しない額をいいます。以下同じとしま

す。）により行います。 

（２）国際アウトローミングに係る通信料 この料金表に規定する額により行います。 

２ 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料、パケット通信料、電話ユニバーサ

ルサービス料、電話リレーサービス料及びＢＢユニバーサルサービス料は料金月に従って計算します。た

だし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。 

３ 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。 

（端数処理） 

４ 当社は、料金及び工事費の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、この料金表

に別段の定めがあるときを除き、その端数を切り捨てます。 

（一括請求の取扱い） 

５ 当社は、契約者から申込みがあったときは、その契約者の契約者回線に係る料金その他の債務を当社が

提供する他の電気通信サービスであって（当社が別に契約約款等に定める電気通信サービスであって、そ

の契約者が指定したものに限ります。以下「統合対象サービス」といいます｡）に係る料金等に合わせて、

一括して請求（以下「YAMADA Air Mobile一括請求」といいます｡）します。 

６ 当社は、YAMADA Air Mobile一括請求の取扱いを受けている契約者回線について、契約者からこの取扱い

を廃止する申し出があった場合のほか、次に該当する場合には、この取扱いを廃止します。 

（１）YAMADA Air Mobile契約の承継があり、統合対象サービスが同一名義人に承継されないとき。 

（２）YAMADA Air Mobile契約若しくは統合対象サービスの指定の解除があったとき。 

（３）前項の規定によらない手段により支払方法が変更されたとき。 

７ YAMADA Air Mobile一括請求に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。 

（料金額の通知） 

８ 当社は、契約者に対する料金額の通知を当社ホームページの契約者サイトへの掲示により行います。 

（料金等の支払い） 

９ 契約者は、料金及び工事費について、当社が定める期日までに、当社が指定するサービス取扱所又は金

融機関等において支払っていただきます。 

１０ 前項の場合において、料金及び工事費は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。 

（料金の一括後払い） 

１１ 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、２月以上の料金を、当社が指定する

期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。 

１１の２ 当社は、契約者の１月の支払い額(当社が別に定める料金に係るものに限ります。)が３，０００
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円(税込)に満たないときは、２月分の料金を当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくこと

があります。 

  ただし、あらかじめ契約者から、当社がこの取扱いを行うことについて承諾しない旨の申出があったと

きは、この限りでありません。 

（消費税相当額の加算） 

１２ この約款及び料金表に係る料金について支払いを要する額は、この約款に規定する額（税抜額としま

す。）に消費税相当額を加算した額とし、その算出方法については、当社が別に定めるところによります。

ただし、税込額(税抜額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)で料金を定めるも

の並びに国際アウトローミングに係る通信料については、この限りではありません。 

１２の２ 当社は、この約款において税抜額で料金を定めるときは、その額に消費税法第 63条に基づき、税

込額をこの約款に併記することとし、括弧内に税込額を規定するものとします。 

１２の３ １２の場合に、消費税相当額の算出方法によっては、契約者への請求額とこの約款に定める税込

額が異なる場合があります。 

(料金の臨時減免) 

１３ 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この料金表又は約款の規定にかかわらず、

臨時に、その料金及び工事費を減免することがあります。 

１４ 当社は、前項の規定により、料金等の減免を行ったときは、当社が指定するサービス取扱所に掲示す

る等の方法により、その旨を周知します。 
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第１表 データ通信サービスに関する料金 

 

第１ 基本使用料 

 

１ 適用 

基本使用料の適用については、第３５条（料金及び工事に関する費用）及び第３６条（基本使用料の

支払い義務）の規定によるほか、次のとおりとします。 

１－１ データ通信サービスＡに係るもの 

基本使用料の適用 

（１） 基

本使用料

の料金種

別 

ア データ通信サービスには、次の表の左欄の区分に従い、それぞれ右欄

に掲げる料金種別を適用します。 

契約の種類及び種別 料金種別 

一般契約 Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン（ベーシック） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＳ（ベーシック） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＬ（ベーシック） 

定
期
契
約 

第１種定期契約 Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン（にねん） 

第２種定期契約 Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン（バリューセット 

Ｙ） 

第３種定期契約 Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン（バリューセット

ライト Ｙ） 

第４種定期契約 Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン（にねん＋アシス

ト ２８００） 

第５種定期契約 Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＳＳ（さんねん） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＬ（さんねん） 

第６種定期契約 Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＳ（バリューセッ

ト Ｙ） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＬ（バリューセッ

ト Ｙ） 

第７種定期契約 Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＳ（バリューセッ

トライト Ｙ） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＬ（バリューセッ

トライト Ｙ） 

イ 契約者は、料金種別の変更をする場合、その変更前の料金種別に係る

契約を解除すると同時に新たに変更後の料金種別に係る契約を締結して

いただきます。この場合、当社は、その契約の締結があった日を含む料

金月の末日まで解除された契約の料金種別に係る基本使用料を適用し、

その翌料金月から変更後の料金種別に係る基本使用料を適用します。 

ウ 基本使用料は日割りしません。ただし、次に掲げる場合に該当すると

きは、基本使用料は日割りします。 

（ア）料金月の起算日以外の日に契約者回線の提供の開始があったとき。 

（イ）料金月の起算日に契約者回線の提供を開始し、その日にその契約
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の解除があったとき。 

（ウ）料金月の起算日以外の日に YAMADA Air Mobile 利用権の譲渡があ

ったとき。 

エ 契約者（当社が別に定める移動無線装置を利用する契約者に限ります。

以下同じとします。）は、あらかじめアの表の契約の種類及び種別並びに

基本使用料の料金種別を選択していただきます。 

オ エに規定する契約者に関する条件を確認するため、契約者は、料金種

別を選択する際に、あらかじめ移動無線装置を特定する情報を申告して

いただきます。 

カ イにかかわらず、Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランに係る料金種別とＰｏ

ｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＬに係る料金種別とＰｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプ

ランＳＳ又はＰｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＳに係る料金種別との間の

料金種別の変更をする場合、その変更前の料金種別に係る契約を解除す

ると同時に新たに変更後の料金種別に係る契約を締結していただきま

す。 

キ データ通信サービスＡに係る契約者がデータ通信サービスＢに係る料

金種別に変更をする場合、その変更前の料金種別に係る契約を解除する

と同時に新たに変更後の料金種別に係る契約を締結していただきます。

この場合、当社は、その契約の締結があった日を含む料金月の末日まで

解除された契約の料金種別に係る基本使用料を適用し、その翌料金月か

ら変更後の料金種別に係る基本使用料を適用します。 

（２） ベ

ーシック

に係る基

本使用料

の取扱い 

ア ベーシックに係る基本使用料については、この料金表に別段の規定が

ある場合を除き、２（料金額）に規定する料金額を適用します。 

イ ベーシックに係る契約の解除があった場合における取扱いについて

は、（１）イ及びキに定める場合を除き、その契約解除日の前日が属する

料金月までの基本使用料を適用します。 

（３） に

ねんに係

る基本使

用料の取

扱い 

ア にねんに係る基本使用料については、この料金表に別段の規定がある

場合を除き、２（料金額）に規定する料金額を適用します。 

イ にねんに係る契約の解除があった場合における取扱いについては、

（１）イ及びキに定める場合を除き、その契約解除日の前日が属する料

金月までの基本使用料を適用します。 

（４） バ

リューセ

ット Ｙに

係る基本

使用料の

取扱い 

ア バリューセット Ｙに係る基本使用料については、この料金表に別段の

規定がある場合を除き、２（料金額）に規定する料金額を適用します。 

イ バリューセット Ｙに係る契約の解除があった場合における取扱いに

ついては、（１）イ及びキに定める場合を除き、その契約解除日の前日が

属する料金月までの基本使用料を適用します。 
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（５） バ

リューセ

ット ライ

ト Ｙに係

る基本使

用料の取

扱い 

ア バリューセット ライト Ｙに係る基本使用料については、この料金表

に別段の規定がある場合を除き、２（料金額）に規定する料金額を適用

します。 

イ バリューセット ライト Ｙに係る契約の解除があった場合における取

扱いについては、（１）イ及びキに定める場合を除き、その契約解除日の

前日が属する料金月までの基本使用料を適用します。 

（６） に

ねん＋ア

シスト２

８００に

係る基本

使用料の

取扱い 

ア にねん＋アシスト２８００に係る基本使用料については、この料金表

に別段の規定がある場合を除き、２（料金額）に規定する料金額を適用

します。 

イ にねん＋アシスト２８００に係る契約の解除があった場合における取

扱いについては、（１）イ及びキに定める場合を除き、その契約解除日の

前日が属する料金月までの基本使用料を適用します。 

（７） さ

んねんに

係る基本

使用料の

取扱い 

ア さんねんに係る基本使用料については、この料金表に別段の規定があ

る場合を除き、２（料金額）に規定する料金額を適用します。 

イ さんねんに係る契約の解除があった場合における取扱いについては、

（１）イ及びキに定める場合を除き、その契約解除日の前日が属する料

金月までの基本使用料を適用します。 

（８） Ｐ

ｏｃｋｅ

ｔ ＷｉＦ

ｉプラン

Ｌに係る

契約者の

接続先の

適用 

ア Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＬに係る契約者は、当社が別に指定する

接続先（以下「アドバンスモード」といいます。）を利用することができ

ます。 

イ アドバンスモードを利用する場合、ＡＸＧＰ方式又はＴＤＤ－ＬＴＥ

方式による通信のみ利用することができます。 

（９） 基

本使用料

の料金種

別による

パケット

通信モー

ドの適用 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン、Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＳＳ及びＰ

ｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＳに係る料金種別が適用されている契約者は、

第３２条（通信の区分）の（３）に係るパケット通信モードを利用するこ

とができません。 
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１－２ データ通信サービスＢに係るもの 

（１） 基

本使用料

の料金種

別 

ア データ通信サービスには、次の表の左欄の区分に従い、それぞれ右欄

に掲げる料金種別を適用します。 

契約の種類及び種別 料金種別 

一般契約 Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２（ベーシック） 

イ 削除 

ウ 基本使用料は日割りしません。ただし、次に掲げる場合に該当すると

きは、基本使用料は日割りします。 

（ア）料金月の起算日以外の日に契約者回線の提供の開始があったとき。 

（イ）料金月の起算日に契約者回線の提供を開始し、その日にその契約

の解除があったとき。 

（ウ）料金月の起算日以外の日に YAMADA Air Mobile 利用権の譲渡があ

ったとき。 

エ データ通信サービスＢに係る契約者は、YAMADA Air Mobile 契約を解除

すると同時に新たにデータ通信サービスＡに係る契約を締結することは

できません。 

（２） 基

本使用料

の取扱い 

ア 基本使用料については、この料金表に別段の規定がある場合を除き、

２（料金額）に規定する料金額を適用します。 

イ 契約の解除があった場合における取扱いについては、（１）イ及びカに

定める場合を除き、その契約解除日の前日が属する料金月までの基本使

用料を適用します。 

 

２ 料金額 

２－１ データ通信サービスＡに係るもの 

 

２－１－１ Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランに係るもの 

１契約ごとに月額 

区 分 料 金 額 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン（ベーシック） ７，５００円（８，２５０円） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン（にねん） ６，２００円（６，８２０円） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン（バリューセット Ｙ） ７，７９１円（８，５７０．１円） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン（バリューセット ライト Ｙ） ７，２４８円（７，９７２．８円） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン（にねん＋アシスト２８００） ８，８６７円（９，７５３．７円） 

 

２－１－２ Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＳＳに係るもの 

１契約ごとに月額 

区 分 料 金 額 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＳＳ（さんねん） ２，９８０円（３，２７８円） 
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２－１－３ Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＳに係るもの 

１契約ごとに月額 

区 分 料 金 額 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＳ（ベーシック） ７，５００円（８，２５０円） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＳ（バリューセット Ｙ） ７，２６４円（７，９９０．４円） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＳ（バリューセットライト Ｙ） ６，９１４円（７，６０５．４円） 

 

２－１－４ Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＬに係るもの 

１契約ごとに月額 

区 分 料 金 額 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＬ（ベーシック） ９，１８４円（１０，１０２．４円） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＬ（さんねん） ７，８８４円（８，６７２．４円） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＬ（バリューセット Ｙ） ８，９４８円（９，８４２．８円） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＬ（バリューセットライト Ｙ） ８，５９８円（９，４５７．８円） 

 

２－２ データ通信サービスＢに係るもの 

１契約ごとに月額 

区 分 料 金 額 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２（ベーシック） ３，６９６円（４，０６５．６円） 

 

第２ パケット通信料 

 

１ 適用 

パケット通信料の適用については、第３７条（パケット通信料の支払義務）の規定によるほか、次の

とおりとします。 

パケット通信料の適用 

（１）パケッ

ト通信料の

適用 

ア パケット通信料は、１料金月の課金対象パケットの総情報量について

１２８バイトまでごとに１の課金対象パケットとし、２（料金額）に規

定する料金額を適用します。 

イ 契約者（Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＳＳに係る料金種別が適用され

ている契約者を除きます。）が次に掲げる場合のいずれかに該当すると

き、その該当したときから当該料金月の間、当社はその通信（アドバン

スモードを利用した通信を除きます。）について制限します。 

 （ア） １の料金月において当該料金月内の契約者の通信が７ギガバイ

トを超えたとき。 

 （イ） １の料金月において速度制限解除が適用されたときから当該料

金月の末日までの間のＰｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランに係る料金

種別が適用されている契約者の通信が２ギガバイトを超えたと

き。 

（ウ） １の料金月において速度制限解除が適用されたときから当該料



 37 

金月の末日までの間のＰｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＳ、Ｐｏｃｋ

ｅｔ ＷｉＦｉプランＬ又はＰｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２に係

る料金種別が適用されている契約者の通信が０．５ギガバイトを

超えたとき。 

ウ Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＳＳに係る料金種別が適用されている

契約者が次に掲げる場合のいずれかに該当するとき、その該当したとき

から当該料金月の間、当社はその通信について制限します。 

 （ア） １の料金月において当該料金月内の契約者の通信が５ギガバイ

トを超えたとき。 

（イ） １の料金月において速度制限解除が適用されたときから当該料

金月の末日までの間のＰｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＳＳに係る

料金種別が適用されている契約者の通信が０．５ギガバイトを超

えたとき。 

エ 契約者が速度制限解除の適用を申し込み、当社がそれを承諾したとき、

当該料金月内に限り、当該契約者は、前項に定める通信の制限を受けま

せん。ただし、速度制限解除の適用は、１の制限につき１回までとしま

す。 

オ 速度制限解除の適用を受ける契約者は、次の表に規定する料金額の支 

払いを要します。 

１契約ごとに適用１回あたり次の料金額 

区分 料金額 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランに

係る速度制限解除料 
２，５００円（２，７５０円） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＳ

Ｓ、Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラ

ンＳ、Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプ

ランＬ及びＰｏｃｋｅｔ ＷｉＦ

ｉプラン２に係る速度制限解除

料 

５００円（５５０円） 

カ 前項の規定にかかわらず、料金月の初日に契約を解除した場合、速度

制限解除料の支払いを要しません。ただし、契約を解除すると同時に新

たな契約を締結した場合はこの限りではありません。 

キ 次の通信については、イの各号に定める通信量に含みません。 

（ア） 当社の YAMADA Air Mobile 取扱所等に設置されている電気通信

設備との間の通信であって、端末設備内のソフトウェアを書き換

えるために行われる通信（当社が別に定めるものに限ります。） 

（イ） アドバンスモードを利用して行った通信 

（ウ） その他当社が別に定める通信 

ク Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２に係る料金種別が適用されている契

約者に限り、ＴＤＤ－ＮＲ方式及びＦＤＤ－ＮＲ方式よる通信を行うこ
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とができます。 

ケ クの規定に関わらず  、Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２に係る料金種

別への変更（契約者回線に接続する移動無線装置の変更を伴う場合に限

ります。）を届け出た契約者は、Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２に係る

料金種別が適用になるまでの期間についても、ＴＤＤ－ＮＲ方式及びＦ

ＤＤ－ＮＲ方式による通信を行うことができます。 

コ 端末設備の種類等によっては、ソフトウェアやアプリケーション等の

仕様による通信等を自動で行います（以下この欄において「自動通信」

といいます。）。自動通信については課金対象パケットとして測定する場

合があります。 

（２） 基本

使用料の料

金種別によ

るパケット

通信料の減

額適用 

下表の左欄に規定する基本使用料の料金種別を選択している契約者は、そ

の契約者回線からのパケット通信料のうち、同表の右欄に規定する料金額

の支払いを要しません。 

１契約ごとに月額 

基本使用料の料金種別 支払いを要しない額 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランに係

る料金種別 

（１）アに規定した料金額 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＳＳ

に係る料金種別 

（１）アに規定した料金額 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＳに

係る料金種別 

（１）アに規定した料金額 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＬに

係る料金種別 

（１）アに規定した料金額 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２に

係る料金種別 

（１）アに規定した料金額 

 

（３） アド

バンスオプ

ションの適

用 

ア Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２に係る契約者がアドバンスオプショ

ンの適用を申し込み、当社がそれを承諾した場合は、アドバンスモード

を利用することができます。 

イ アドバンスモードを利用する場合、ＡＸＧＰ方式又はＴＤＤ－ＬＴＥ

方式による通信のみ利用することができます。 

ウ アドバンスオプションの適用を受ける契約者は、次の表に規定する料

金額の支払いを要します。 

１契約ごとに月額 

区分 料金額 

アドバンスオプション ６８４円（７５２．４円） 

エ 前項に定める料金額については、日割り計算を行いません。 

オ ウに定める料金額の適用は、１の料金月につき１回までとします。 

カ 当社は、アドバンスオプションの適用を受けているワイモバイル契約

について、次の表の左欄に規定する場合には、それぞれ同表の右欄に定

める日までアドバンスオプションを適用します。 
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その YAMADA Air Mobile契約の解除

があった場合 

契約の解除があった日 

アドバンスオプションの廃止の申

出が行われた場合 

廃止の申出が行われた日 

キ カの規定にかかわらず、アドバンスオプションの適用を受ける契約者

がその YAMADA Air Mobile 契約を解除すると同時に新たに YAMADA Air 

Mobile 契約を締結した場合には、契約の解除があった YAMADA Air Mobile

契約に係るアドバンスオプションは、当該解除があった日の属する料金

月の末日まで適用することとし、新たに締結した YAMADA Air Mobile 契

約について、当該料金月内にアドバンスオプションが申し込まれた場合

にあっては、当該アドバンスオプションは、その翌料金月から適用する

こととします。 

ク カの規定にかかわらず、料金月の初日に契約を解除した場合、アドバ

ンスオプションの料金額の支払いを要しません。ただし、契約を解除す

ると同時に新たなワイモバイル契約を締結した場合及び YAMADA Air 

Mobile契約を締結した日にその契約を解除した場合はこの限りではあり

ません。 

ケ ウの規定にかかわらず、契約者は、当社がアドバンスオプションの適

用を開始した日が属する料金月については、ウに定める料金額の支払い

を要しません。この場合、ウに定める料金額の支払いを要さない料金月

については、１の契約につき 1料金月までとします。 

 

２ 料金額 

区 分 料金額 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン、Ｐｏｃ

ｋｅｔ ＷｉＦｉプランＳＳ、Ｐｏｃｋ

ｅｔ ＷｉＦｉプランＳ及びＰｏｃｋ

ｅｔ ＷｉＦｉプランＬに係る料金種

別 

１課金対象パケットごとに０．０４円 

（０．０４４円） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２に係

る料金種別 

１課金対象パケットごとに０．０７５円 

（０．０８２５円） 

 

第３ 国際アウトローミングに係る通信料 

 

１ 適用 

国際アウトローミングに係る通信料の適用については、第３８条（国際アウトローミングに係る通信

料の支払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。 

１－１ 削除 

 

１－２ データ通信サービスＢに係るもの 
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国際アウトローミングに係る通信料の適用 

（１） 通信

の種類等 

ア 国際アウトローミングの通信の種類は、第３２条（通信の区分）に

規定する種類とします。 

イ ＵＳＩＭカードを装着した移動無線装置から行うことができる通

信の種類は、アの規定にかかわらず、その電気通信サービスの提供を

行っている海外事業者ごとに、国際ローミング協定及び海外事業者が

別に定めるところによります。 

ウ ＵＳＩＭカードを装着した移動無線装置から行う通信については、

あらかじめアに規定する通信の種類を端末設備等の操作により選択

していただきます。 

エ アに規定する通信の種類は、その移動無線装置が在圏する地域によ

り、一部の利用ができないことがあります。 

（２） 通信

時間等の測

定等 

ア 通信時間等の測定については、次のとおりとします。 

種類 内容 

パケット通信モードに

よる通信 

課金対象パケットの情報量は、当社の機器

（当社が別に定める海外事業者の機器を含

みます。）により測定します。 

イ アの規定によるほか、通信時間の取扱いについては、当社のホーム

ページ等において掲示する海外事業者の契約約款等に定めるところ

によります。 

ウ 端末設備の種類等によっては、ソフトウェアやアプリケーション等

の仕様による通信等を自動で行います（以下この欄において「自動通

信」といいます。）。自動通信については課金対象パケットとして測定

する場合があります。 

（３）国際ア

ウトローミ

ングに係る

海外事業者

区分の適用 

当社は、当社のホームページ等において掲示するとおり国際アウトロー

ミング機能による通信の通信料を適用します。 

（４）国際ア

ウトローミ

ングの利用

による通信

に関する料

金の適用 

当社は、国際アウトローミングを利用してＵＳＩＭカードを装着した移

動無線装置から通信を行ったときは、確認信号を送出した当社のホーム

ページ等において掲示する海外事業者ごとに、次の料金を適用します。 

ア パケット通信モードに係るもの 

２（料金額）の規定により算定した額を適用します。ただし、当社

が指定したものへの通信については、この限りでありません。 

（５）国際ア

ウトローミ

ング に係る

定額通信料

の適用 

ア 当社が別に定めるところにより、国際アウトローミングに係る定額

通信料を適用します。 

イ 契約者は、当社が別に定める条件に基づいて、国際アウトローミン

グに係る定額通信料を申込みいただくことがあります。 
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２ 料金額 

国際アウトローミング通信料の料金額については、当社のホームページ等において掲示するとおりと

します。 
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第４ 契約解除料 

（契約解除料は、この約款に定めるところにかかわらず、法人との契約において別に定める提供条件又は特

約で提供しているものを除き、令和４年１月３１日をもって廃止しました。） 

１ 適用 

契約解除料の適用については、第３９条（定期契約に係る契約解除料の支払義務）の規定によるほか、

次のとおりとします。 

契約解除料の適用 

（１）定期契約

に係る契約

解除料の適

用 

ア 第１種定期契約及び第５種定期契約に係る契約解除料は、２（料

金額）の２－１に規定する額を適用します。 

イ 第２種定期契約、第３種定期契約、第４種定期契約、第６種定期

契約及び第７種定期契約に係る契約解除料は、その定期契約の種別

及び経過期間に応じて、２（料金額）の２－２に規定する額を適用

します。 

ウ 第２種定期契約、第３種定期契約、第４種定期契約、第６種定期

契約及び第７種定期契約に関するイに規定する経過期間は、定期契

約を締結した日を含む料金月（以下「契約月」といいます。）から

起算して、解除があった日を含む料金月（以下「解除月」といいま

す。）までの月数とします。 

エ ウの規定にかかわらず、契約を解除すると同時に新たに第２種定

期契約、第３種定期契約、第６種定期契約又は第７種定期契約を締

結したとき、新たに締結した第２種定期契約、第３種定期契約、第

６種定期契約又は第７種定期契約に関するイに規定する経過期間

は、契約月の翌月から起算して、解除月までの月数とします。ただ

し、契約月と解除月が同じ月である場合、１ヶ月とみなします。 

オ エの規定にかかわらず、Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランに係る料

金種別とＰｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＬに係る料金種別とＰｏｃ

ｋｅｔ ＷｉＦｉプランＳＳ又はＰｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＳ

に係る料金種別との間の料金種別の変更をする場合であって、契約

を解除すると同時に新たに第２種定期契約、第３種定期契約、第６

種定期契約又は第７種定期契約を締結したとき、新たに締結した第

２種定期契約、第３種定期契約、第６種定期契約又は第７種定期契

約に関するイに規定する経過期間は、契約月から起算して、解除月

までの月数とします。 

（２）契約解除料

の支払いを

要しない場

合 

契約者は、次の場合には、２（料金額）に規定する契約解除料の支払

いを要しません。 

ア 第１種定期契約又は第５種定期契約について、その契約満了日の

属する料金月、その翌料金月又は翌々料金月に当該契約の解除があ

ったとき。 

イ 第２０条（定期契約の満了に伴う更新等）第２項の規定に基づき

第２種定期契約、第３種定期契約又は第４種定期契約から変更され
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た第１種定期契約について、その変更があった日の属する料金月又

はその翌料金月に当該契約の解除があったとき。 

ウ 第２０条（定期契約の満了に伴う更新等）第３項の規定に基づき

第６種定期契約又は第７種定期契約から変更された第５種定期契

約について、その変更があった日の属する料金月又はその翌料金月

に当該契約の解除があったとき。 

エ 削除 

オ 契約満了日を含む料金月に第１種定期契約又は第５種定期契約

を解除すると同時に新たにデータ通信サービス契約を締結したと

き（Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランに係る料金種別とＰｏｃｋｅｔ 

ＷｉＦｉプランＬに係る料金種別とＰｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン

ＳＳ又はＰｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＳに係る料金種別に係る料

金種別との間の料金種別の変更をする場合を除きます。）。 

カ 第１種定期契約を解除すると同時に新たに第２種定期契約、第３

種定期契約、第４種定期契約、第５種定期契約、第６種定期契約又

は第７種定期契約を締結したとき（アに定める場合を除きます。）。 

キ 第５種定期契約を解除すると同時に新たに第６種定期契約又は

第７種定期契約を締結したとき（イに定める場合を除きます。）。 

ク 次表の料金種別を解除すると同時に新たにＰｏｃｋｅｔ ＷｉＦ

ｉプラン２に係る料金種別に係るデータ通信サービス契約を締結

したとき。 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン（にねん） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン SS（さんねん） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン S（さんねん） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン L（さんねん） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン＋（にねん） 
 

 

２ 料金額 

 

２－１ 第１種定期契約及び第５種定期契約 

 

第１種定期契約及び第５種定期契約 ９，５００円（１０，４５０円） 
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２－２ 第２種定期契約、第３種定期契約、第４種定期契約、第６種定期契約及び第７種定期契約 

 

（１）第２種定期契約及び第３種定期契約 

 料金額 

第２種定期契約 第３種定期契約 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン（バリュ

ーセット Ｙ） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン（バリュ

ーセット ライト Ｙ） 

経 

過 

期 

間 

１ヶ

月 
３８，１７２円（４１，９８９．２円） ２５，１４３円（２７，６５７．３円） 

２ヶ

月 
３６，９８１円（４０，６７９．１円） ２４，４９６円（２６，９４５．６円） 

３ヶ

月 
３５，７９１円（３９，３７０．１円） ２３，８４８円（２６，２３２．８円） 

４ヶ

月 
３４，６００円（３８，０６０円） ２３，２００円（２５，５２０円） 

５ヶ

月 
３３，４１０円（３６，７５１円） ２２，５５３円（２４，８０８．３円） 

６ヶ

月 
３２，２１９円（３５，４４０．９円） ２１，９０５円（２４，０９５．５円） 

７ヶ

月 
３１，０２９円（３４，１３１．９円） ２１，２５８円（２３，３８３．８円） 

８ヶ

月 
２９，８３９円（３２，８２２．９円） ２０，６１０円（２２，６７１円） 

９ヶ

月 
２８，６４８円（３１，５１２．８円） １９，９６２円（２１，９５８．２円） 

１０

ヶ月 
２７，４５８円（３０，２０３．８円） １９，３１５円（２１，２４６．５円） 

１１

ヶ月 
２６，２６７円（２８，８９３．７円） １８，６６７円（２０，５３３．７円） 

１２

ヶ月 
２５，０７７円（２７，５８４．７円） １８，０１９円（１９，８２０．９円） 

１３

ヶ月 
２３，８８６円（２６，２７４．６円） １７，３７２円（１９，１０９．２円） 

１４

ヶ月 
２２，６９６円（２４，９６５．６円） １６，７２４円（１８，３９６．４円） 

１５

ヶ月 
２１，５０５円（２３，６５５．５円） １６，０７７円（１７，６８４．７円） 

１６

ヶ月 
２０，３１５円（２２，３４６．５円） １５，４２９円（１６，９７１．９円） 

１７ １９，１２４円（２１，０３６．４円） １４，７８１円（１６，２５９．１円） 
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ヶ月 

１８

ヶ月 
１７，９３４円（１９，７２７．４円） １４，１３４円（１５，５４７．４円） 

１９

ヶ月 
１６，７４３円（１８，４１７．３円） １３，４８６円（１４，８３４．６円） 

２０

ヶ月 
１５，５５３円（１７，１０８．３円） １２，８３９円（１４，１２２．９円） 

２１

ヶ月 
１４，３６２円（１５，７９８．２円） １２，１９１円（１３，４１０．１円） 

２２

ヶ月 
１３，１７２円（１４，４８９．２円） １１，５４３円（１２，６９７．３円） 

２３

ヶ月 
１１，９８１円（１３，１７９．１円） １０，８９６円（１１，９８５．６円） 

２４

ヶ月 
１０，７９１円（１１，８７０．１円） １０，２４８円（１１，２７２．８円） 

  

（２）第４種定期契約 

 料金額 

第４種定期契約 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン（にねん＋アシスト２８００） 

経 

過 

期 

間 

１ヶ

月 
６４，０００円（７０，４００円） 

２ヶ

月 
６１，７３４円（６７，９０７．４円） 

３ヶ

月 
５９，４６７円（６５，４１３．７円） 

４ヶ

月 
５７，２００円（６２，９２０円） 

５ヶ

月 
５４，９３４円（６０，４２７．４円） 

６ヶ

月 
５２，６６７円（５７，９３３．７円） 

７ヶ

月 
５０，４００円（５５，４４０円） 

８ヶ

月 
４８，１３４円（５２，９４７．４円） 

９ヶ

月 
４５，８６７円（５０，４５３．７円） 

１０

ヶ月 
４３，６００円（４７，９６０円） 
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１１

ヶ月 
４１，３３４円（４５，４６７．４円） 

１２

ヶ月 
３９，０６７円（４２，９７３．７円） 

１３

ヶ月 
３６，８００円（４０，４８０円） 

１４

ヶ月 
３４，５３４円（３７，９８７．４円） 

１５

ヶ月 
３２，２６７円（３５，４９３．７円） 

１６

ヶ月 
３０，０００円（３３，０００円） 

１７

ヶ月 
２７，７３４円（３０，５０７．４円） 

１８

ヶ月 
２５，４６７円（２８，０１３．７円） 

１９

ヶ月 
２３，２００円（２５，５２０円） 

２０

ヶ月 
２０，９３４円（２３，０２７．４円） 

２１

ヶ月 
１８，６６７円（２０，５３３．７円） 

２２

ヶ月 
１６，４００円（１８，０４０円） 

２３

ヶ月 
１４，１３４円（１５，５４７．４円） 

２４

ヶ月 
１１，８６７円（１３，０５３．７円） 

２５

ヶ月 
９，６００円（１０，５６０円） 

 

（３）第６種定期契約及び第７種定期契約 

 料金額 

第６種定期契約 第７種定期契約 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＳ（バリ

ューセット Ｙ）、Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦ

ｉプランＬ（バリューセット Ｙ） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＳ（バリ

ューセット ライト Ｙ）、Ｐｏｃｋｅｔ 

ＷｉＦｉプランＬ（バリューセット ラ

イト Ｙ） 

経 

過 

１ヶ

月 
３８，３００円（４２，１３０円） ２５，７００円（２８，２７０円） 
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期 

間 

２ヶ

月 
３７，５００円（４１，２５０円） ２５，２５０円（２７，７７５円） 

３ヶ

月 
３６，７００円（４０，３７０円） ２４，８００円（２７，２８０円） 

４ヶ

月 
３５，９００円（３９，４９０円） ２４，３５０円（２６，７８５円） 

５ヶ

月 
３５，１００円（３８，６１０円） ２３，９００円（２６，２９０円） 

６ヶ

月 
３４，３００円（３７，７３０円） ２３，４５０円（２５，７９５円） 

７ヶ

月 
３３，５００円（３６，８５０円） ２３，０００円（２５，３００円） 

８ヶ

月 
３２，７００円（３５，９７０円） ２２，５５０円（２４，８０５円） 

９ヶ

月 
３１，９００円（３５，０９０円） ２２，１００円（２４，３１０円） 

１０

ヶ月 
３１，１００円（３４，２１０円） ２１，６５０円（２３，８１５円） 

１１

ヶ月 
３０，３００円（３３，３３０円） ２１，２００円（２３，３２０円） 

１２

ヶ月 
２９，５００円（３２，４５０円） ２０，７５０円（２２，８２５円） 

１３

ヶ月 
２８，７００円（３１，５７０円） ２０，３００円（２２，３３０円） 

１４

ヶ月 
２７，９００円（３０，６９０円） １９，８５０円（２１，８３５円） 

１５

ヶ月 
２７，１００円（２９，８１０円） １９，４００円（２１，３４０円） 

１６

ヶ月 
２６，３００円（２８，９３０円） １８，９５０円（２０，８４５円） 

１７

ヶ月 
２５，５００円（２８，０５０円） １８，５００円（２０，３５０円） 

１８

ヶ月 
２４，７００円（２７，１７０円） １８，０５０円（１９，８５５円） 

１９

ヶ月 
２３，９００円（２６，２９０円） １７，６００円（１９，３６０円） 

２０

ヶ月 
２３，１００円（２５，４１０円） １７，１５０円（１８，８６５円） 

２１

ヶ月 
２２，３００円（２４，５３０円） １６，７００円（１８，３７０円） 
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２２

ヶ月 
２１，５００円（２３，６５０円） １６，２５０円（１７，８７５円） 

２３

ヶ月 
２０，７００円（２２，７７０円） １５，８００円（１７，３８０円） 

２４

ヶ月 
１９，９００円（２１，８９０円） １５，３５０円（１６，８８５円） 

２５

ヶ月 
１９，１００円（２１，０１０円） １４，９００円（１６，３９０円） 

２６

ヶ月 
１８，３００円（２０，１３０円） １４，４５０円（１５，８９５円） 

２７

ヶ月 
１７，５００円（１９，２５０円） １４，０００円（１５，４００円） 

２８

ヶ月 
１６，７００円（１８，３７０円） １３，５５０円（１４，９０５円） 

２９

ヶ月 
１５，９００円（１７，４９０円） １３，１００円（１４，４１０円） 

３０

ヶ月 
１５，１００円（１６，６１０円） １２，６５０円（１３，９１５円） 

３１

ヶ月 
１４，３００円（１５，７３０円） １２，２００円（１３，４２０円） 

３２

ヶ月 
１３，５００円（１４，８５０円） １１，７５０円（１２，９２５円） 

３３

ヶ月 
１２，７００円（１３，９７０円） １１，３００円（１２，４３０円） 

３４

ヶ月 
１１，９００円（１３，０９０円） １０，８５０円（１１，９３５円） 

３５

ヶ月 
１１，１００円（１２，２１０円） １０，４００円（１１，４４０円） 

３６

ヶ月 
１０，３００円（１１，３３０円） ９，９５０円（１０，９４５円） 
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第５ 手続に関する料金 

 

１ 適用 

手続に関する料金の適用については、第４０条（手続に関する料金の支払義務）の規定によるほか、

次のとおりとします。 

手続に関する料金の適用 

（１）手続に関す

る料金の種別 

手続に関する料金は、次のとおりとします。 

料金種別 内 容 

契約事務手数

料 

データ通信サービス契約の申し込みを行い、そ

の承諾を受けたときに支払いを要する料金 

ＵＳＩＭカー

ド 

再発行手数料 

ＵＳＩＭカードの紛失、盗難、毀損その他の理

由により新たなＵＳＩＭカードの貸与を請求

し、その承諾を受けたときに支払いを要する料

金 

払込処理手数

料 

当社が指定するサービス取扱所又は金融機関

等において料金等を支払う際に必要となる書

面を送付したときに支払を要する料金 

譲渡手数料 YAMADA Air Mobile利用権の譲渡の承認を請求

し、その承諾を受けたときに支払いを要する料

金 
 

（２） 契約事務

手数料の適用 

契約者がその契約を解除すると同時に新たにデータ通信サービス

契約を締結したときは、２（料金額）に規定する契約事務手数料の

支払いを要しません。 

（３） 削除 削除 

 

２ 料金額 

２－１ ２－２以外の場合で、YAMADA Air Mobile に係る契約の申込みが行われた場合 

料金種別 単位 料金額 

契約事務手数料 １契約ごとに ４，５００円 

（４，９５０円） 

ＵＳＩＭカード再発行手数料 1再発行ごとに ４，５００円 

（４，９５０円） 

払込処理手数料 1請求先の 1料金月ごとに 
３００円 

（３３０円） 

譲渡手数料 １契約ごとに 
４，５００円 

（４，９５０円） 

 

２－２ インターネットを経由して YAMADA Air Mobile に係る契約の申込みが行われた場合 
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料金種別 単位 料金額 

契約事務手数料 １契約ごとに ３，５００円 

（３，８５０円） 

ＵＳＩＭカード再発行手数料 1再発行ごとに １，０００円 

（１，１００円） 

払込処理手数料 1請求先の 1料金月ごとに 
３００円 

（３３０円） 

 

第６ 電話ユニバーサルサービス料 

 

１ 適用 

電話ユニバーサルサービス料の適用については、第４１条（電話ユニバーサルサービス料の支払義務）

の規定によるほか、次のとおりとします。 

電話ユニバーサルサービス料の適用 

ア 契約者は、その料金月の末日において、その契約を締結している場合、２（料金額）

に定める電話ユニバーサルサービス料の支払いを要します。ただし、その料金月の末

日にその契約の解除があったときは、この限りではありません。 

イ 電話ユニバーサルサービス料については、日割りは行いません。 

 

２ 料金額 

                           １のワイモバイル契約ごとに月額 

区 分 料金額 

電話ユニバーサルサービス料 ２円（２．２円） 

 

第７ 電話リレーサービス料 

 

１ 適用 

電話リレーサービス料の適用については、第４１条の２（電話リレーサービス料の支払義務）の規定

によるほか、次のとおりとします。 

電話リレーサービス料の適用 

ア 契約者は、その料金月の末日において、その契約を締結している場合、２（料金額）

に定める電話リレーサービス料の支払いを要します。ただし、その料金月の末日にそ

の契約の解除があったときは、この限りではありません。 

イ 電話リレーサービス料については、日割りは行いません。 

ウ ２（料金額）に規定する料金は、当社のホームページにおいて掲示する料金月に従っ

て請求します。 

 

２ 料金額 

                           １のワイモバイル契約ごとに月額 

区 分 料金額 
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電話リレーサービス料 １円（１．１円） 

 

第８ ＢＢユニバーサルサービス料 

 

１ 適用 

ＢＢユニバーサルサービス料の適用については、第４１条の３（ＢＢユニバーサルサービス料の支払

義務）の規定によるほか、次のとおりとします。 

ＢＢユニバーサルサービス料の適用 

ア 契約者は、その料金月の末日において、その契約を締結している場合、２（料金額）

に定めるＢＢユニバーサルサービス料の支払いを要します。ただし、当該契約者回線

において受信時に最大１Ｍｂｐｓ未満の通信速度で提供される料金種別が適用されて

いる場合、その料金月の末日にその契約の解除があった場合又は当社が別に定める場

合は、この限りではありません。 

イ ＢＢユニバーサルサービス料については、日割りは行いません。 

ウ ２（料金額）に規定する料金は、当社のホームページにおいて掲示する料金月に従っ

て請求します。 

 

２ 料金額 

                           １のワイモバイル契約ごとに月額 

区 分 料金額 

ＢＢユニバーサルサービス料 ２円（２．２円） 

 



 52 

 

第２表 工事費 

 

工事費は当社が別に算定する額とします。 
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第３表 付随サービス 

１ 適用 

付随サービスに関する料金の適用については、第７２条（付随サービス）の規定によるほか、次のと

おりとします。 

付随サービスに関する料金の適用 

（１）付随サービ

スに関する料

金の種別 

付随サービスに関する料金には、次の種別があります。 

料金種別 内 容 

利用明細手数

料 

契約者に係る YAMADA Air Mobileの通信料等の

明細の閲覧又は明細書の発行に係る料金 

支払証明書等

発行手数料 

料金又は工事費の支払証明書、預託金預り証明

書及びこれらに類する証明書の発行に係る料

金 

請求書発行手

数料 

契約者の請求があった場合、料金その他の債務

に関する支払いのための請求書の発行に係る

料金 

その他証明書

の発行手数料 

上記以外の証明書の発行に係る料金 

 

（２） 請求書の

発行に関する

適用 

ア 当社は、契約者から請求書の発行の請求があったときは、その

請求書の発行を廃止する請求をするまでの間、１の料金月につき

１の請求書を発行します。 

イ アのほか、当社は、契約者又は第４２条の２（契約者以外の者

による料金の支払い）第１項に規定する支払者が契約者の債務に

ついて、支払期日を経過してもなお支払わない場合（支払期日を

経過した後支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確

認できないときを含みます。）又は当社が別に定める事由により

支払方法が変更となった場合は、請求書を発行します。 

ウ 第４２条の２（契約者以外の者による料金の支払い）第２項の

規定により、契約者に契約者の債務の支払いを請求する場合は、

契約者の債務の支払いに関する請求書を発行することがありま

す。 

  この場合において、当社は契約者の債務の支払いに関する請求

書を契約者の住所に送付することとします。 

エ 契約者は、アの請求をし、その承諾を受けたとき又はイ若しく

はウに規定する請求書の発行を受けたときは、２（料金額）に定

める料金の支払いを要します。ただし、当社が別に定める場合は、

この限りではありません。 

オ アの規定にかかわらず、当社が別に定める方法により、契約者

が請求書の再発行を請求した場合、２（料金額）に定める請求書

再発行手数料を適用します。 

（３） 利用明細 ア 当社は、契約者から利用明細サービスの請求があったときは、
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サービスに関

する適用 

その契約者に係る YAMADA Air Mobileの通信料等について、契約

者サイトで閲覧を可能にします。 

イ アの場合であって、請求書が発行されるときは、その契約者に

係る YAMADA Air Mobileの利用明細書を発行します。 

ウ 契約者は、アの請求をし、その承諾を受けたときは、２(料金

額）に定める料金の支払いを要します。 

エ アの規定にかかわらず、当社が別に定める方法により、契約者

が利用明細の再発行を請求した場合、２（料金額）に定める利用

明細再発行手数料を適用します。 

（４） 付随サー

ビスに関する

料金の減免 

当社は付随サービス等の態様等を勘案して別に定めるところによ

り、その付随サービスに関する料金等の額を減免して適用すること

があります。 

 

２ 料金額 

 

料金種別 単位 料金額 

利用明細手数料（契約者が個

人であるとき） 
1契約ごとに月額 ２００円（２２０円） 

利用明細手数料（契約者が法

人であるとき） 
1契約ごとに月額 １００円（１１０円） 

利用明細再発行手数料 1発行ごとに ２００円（２２０円） 

支払証明書等発行手数料 1発行ごとに ４００円（４４０円） 

請求書発行手数料 1発行ごとに ２３０円（２５３円） 

請求書再発行手数料 1発行ごとに ２３０円（２５３円） 

その他証明書の発行手数料 1発行ごとに ４００円（４４０円） 
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附 則 

（実施期日） 

１ この約款は、平成２６年８月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ 前項の規定にかかわらず、平成２６年９月３０日までの間、ＵＳＩＭカード再発行手数料、機種変更手

数料の料金額は、次の表に掲げる通りとします。 

料金種別 単位 料金額 

ＵＳＩＭカード再発行手数料 1再発行ごとに 
２，０００円 

(税抜) 

機種変更手数料 1変更ごとに 
２，０００円 

(税抜) 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２６年１０月３日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成２７年７月１５日から実施します。 

（Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン＋に係る料金種別に関する経過措置） 

２ 料金種別がＰｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン＋に係る料金種別を選択している契約者に提供する料金その

他の提供条件は、次の規定によります。 

（１） 基本使用料 

ア 基本使用料は、次表のとおりとします。 

１契約ごとに月額 

契約の種類及び定期

契約の種別 

料金種別 料金額 

一般契約 Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン＋（ベーシック） ７，５００円（税抜） 

定

期

契

約 

第１種定期契約 Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン＋（にねん） ６，２００円（税抜） 

第２種定期契約 Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン＋（バリューセ

ット Ｙ） 

７，７９１円（税抜） 

第３種定期契約 Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン＋（バリューセ

ットライト Ｙ） 

７，２４８円（税抜） 

   イ Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン＋に係る料金種別とＰｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランに係る料金種別

又はＰｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＳに係る料金種別との間の料金種別の変更をする場合、その変更

前の料金種別に係る契約を解除すると同時に新たに変更後の料金種別に係る契約を締結していただ

きます。 

ウ イにかかわらず、次表の左欄に係る契約を解除すると同時に新たに次表の右欄に係る契約を締結

することはできません。 
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Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン＋に係る料金種別 Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＬに係る料金

種別 

（２） パケット通信料 

ア パケット通信料は、次表のとおりとします。 

区 分 料金額 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン＋に係る料金種別 
１課金対象パケットごとに０．０４円 

（税抜） 

   イ 契約者が次に掲げる場合のいずれかに該当するとき、その該当したときから当該料金月の間、当

社はその通信について制限します。 

  （ア） １の料金月において当該料金月内の契約者の通信が７ギガバイトを超えたとき。 

（イ） １の料金月において速度制限解除が適用されたときから当該料金月の末日までの間のＰｏｃ

ｋｅｔ ＷｉＦｉプラン＋に係る契約者の通信が５００メガバイトを超えたとき。 

ウ 速度制限解除の適用を受ける契約者は、次表に規定する料金額の支払いを要します。 

１契約ごとに適用１回あたり次の料金額 

区分 料金額 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン＋に係る速度制限解除料 
５００円 

（税抜） 

   エ 下表の左欄に規定する基本使用料の料金種別を選択している契約者は、その契約者回線からのパ

ケット通信料のうち、同表の右欄に規定する料金額の支払いを要しません。 

１契約ごとに月額 

基本使用料の料金種別 支払いを要しない額 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン＋（ベーシック） （２）アに規定した料金額 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン＋（にねん） （２）アに規定した料金額 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン＋（バリューセット Ｙ） （２）アに規定した料金額 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン＋（バリューセットライト Ｙ） （２）アに規定した料金額 

（３） （１）及び（２）以外のその他の提供条件については、なお従前のとおりとします。 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２７年９月１８日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２７年１０月１日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２７年１０月９日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成２７年１１月４日から実施します。 

（Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＳ（さんねん）に関する経過措置） 

２ Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＳ（さんねん）が適用されている契約者に提供する料金その他の提供条件
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は、次の規定によります。 

（１） 基本使用料 

ア 基本使用料は、次表のとおりとします。 

１契約ごとに月額 

定期契約の種別 料金種別 料金額 

第５種定期契約 Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプランＳ（さんねん） ６，２００円（税抜） 

 （２） （１）以外のその他の提供条件については、なお従前のとおりとします。 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２８年４月２７日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成２８年５月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったデータ通信サービスの料金その他の債務

については、なお従前のとおりとします。 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２８年５月１１日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２８年５月２１日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２８年７月１日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２８年８月１日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２８年１１月１日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２８年１１月１８日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２９年１月１日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 
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 この改正規定は、平成２９年１月２４日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２９年２月１６日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２９年４月１日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２９年７月１日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成３０年１月１日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成３０年２月１日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成３０年３月１日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成３０年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ 平成３０年４月１日以降、データ通信サービスＡの申込みはできません。なお、この改正規定実施の際

現に、データ通信サービスＡの提供を受けている者が改正前の規定により適用を受けている場合の料金そ

の他の提供条件については、なお従前のとおりとします。 

附 則 

（実施期日） 

  この改正規定は、平成３０年６月１日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

  この改正規定は、平成３０年７月５日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、平成３０年８月１日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、平成３０年８月３０日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 
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１ この改正規定は、平成３０年１０月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったデータ通信サービスの料金その他の債務

については、なお従前のとおりとします。 

附 則 

（実施期日） 

  この改正規定は、平成３０年１０月２６日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

  この改正規定は、平成３１年３月１日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

  この改正規定は、令和元年５月２２日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

  この改正規定は、令和元年７月１日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

  この改正規定は、令和元年８月２１日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和元年１０月１日から実施します。 

（データ通信サービスＢ（Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２（ベーシック）を除きます。）に係る料金種別に

関する経過措置） 

２ 料金種別がデータ通信サービスＢ（Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２（ベーシック）を除きます。）に係

る料金種別を選択している契約者に提供する料金その他の提供条件は、次の規定によります。 

（１） 基本使用料 

ア 基本使用料は、次表のとおりとします。 

１契約ごとに月額 

契約の種類及び定期

契約の種別 

料金種別 料金額 

一般契約 Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２ライト（ベー

シック） 

４，４８０円（税抜） 

定

期

契

約 

第ⅰ種定期契約 Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２（さんねん） ３，６９６円（税抜） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２ライト（さん

ねん） 

２，４８０円（税抜） 

第ⅱ種定期契約 Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２（バリューセ

ット） 

４，７６０円（税抜） 
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Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２ライト（バリ

ューセット） 

３，５４４円（税抜） 

第ⅲ種定期契約 Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２（バリューセ

ットライト） 

４，４１０円（税抜） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２ライト（バリ

ューセットライト） 

３，１９４円（税抜） 

   イ 契約者は、データ通信サービスＢに係る料金種別の変更をする場合、その変更前の料金種別に係

る契約を解除すると同時に新たに変更後の料金種別に係る契約を締結していただきます。この場合、

当社は、その契約の締結があった日を含む料金月の末日まで解除された契約の料金種別に係る基本

使用料を適用し、その翌料金月から変更後の料金種別に係る基本使用料を適用します。 

ウ データ通信サービスＢに係る料金種別の変更については、次表の左欄に係る契約を解除すると同

時に新たに次表の右欄に係る契約を締結するもののみ受け付けます。 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２ライト（ベーシ

ック） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２（ベーシッ

ク） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２（さんねん） Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２（ベーシッ

ク） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２ライト（さんね

ん） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２（ベーシッ

ク） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２（バリューセッ

ト） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２（ベーシッ

ク） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２ライト（バリュ

ーセット） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２（ベーシッ

ク） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２（バリューセッ

トライト） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２（ベーシッ

ク） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２ライト（バリュ

ーセットライト） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２（ベーシッ

ク） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２ライト（さんね

ん） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２ライト（ベ

ーシック） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２ライト（バリュ

ーセット） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２ライト（ベ

ーシック） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２ライト（バリュ

ーセットライト） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２ライト（ベ

ーシック） 

エ イの規定にかかわらず、契約者は、その変更前の料金種別に係る契約を解除することなく、Ｐｏ

ｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２ライト（さんねん）からＰｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２（さんねん）

への料金種別の変更をすることができます。この場合、当社は、その料金種別の変更の申出があっ

た日を含む料金月の末日まで変更前の料金種別に係る基本使用料を適用し、その翌料金月から変更

後の料金種別に係る基本使用料を適用します。 

オ 第ⅰ種定期契約、第ⅱ種定期契約及び第ⅲ種定期契約の契約期間は、データ通信サービス契約を

締結し、その契約に基づいて当社がデータ通信サービスの提供を開始した日から始まり、その日を

含む料金月の翌月から起算して３６料金月が経過することとなる料金月の末日に満了するものと
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します。 

カ 第ⅰ種定期契約がク又はケの規定により更新又は変更されたものである場合の契約期間は、オの

規定にかかわらず、その更新の日又は変更の日から始まり、これらの日を含む料金月から起算して

３６料金月が経過することとなる料金月の末日に満了するものとします。 

キ 第ⅰ種定期契約、第ⅱ種定期契約及び第ⅲ種定期契約が契約を解除すると同時に新たに締結され

たものである場合の契約期間は、オ及びカの規定にかかわらず、データ通信サービス契約を締結し

た日から始まり、新たに締結された契約の料金種別が適用される料金月から起算して３６料金月が

経過することとなる料金月の末日に満了するものとします。 

ク 第ⅰ種定期契約者からの当該契約を更新しない意思表示がない限り、その契約が満了する日（以

下「契約満了日」といいます。）の翌日に更新します。その定期契約を更新するときは、第９条（一

般契約の申込みの承諾）の規定に準じて取り扱います。 

ケ 第ⅱ種定期契約及び第ⅲ種定期契約は、それぞれ第ⅱ種定期契約者又は第ⅲ種定期契約者からの

当該契約を更新しない意思表示がない限り、その契約満了日の翌日に第ⅰ種定期契約に変更します。 

（２） パケット通信料 

ア パケット通信料は、次表のとおりとします。 

区 分 料金額 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２ライトに係る料

金種別 

１課金対象パケットごとに０．０７５円 

（税抜） 

   イ Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２ライトに係る料金種別が適用されている契約者が次に掲げる場

合のいずれかに該当するとき、その該当したときから当該料金月の間、当社はその通信について制

限します。 

（ア） １の料金月において当該料金月内の契約者の通信が５ギガバイトを超えたとき。 

（イ） １の料金月において速度制限解除が適用されたときから当該料金月の末日までの間のＰｏｃ

ｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２ライトに係る契約者の通信が５００メガバイトを超えたとき。 

ウ 速度制限解除の適用を受ける契約者は、次表に規定する料金額の支払いを要します。 

１契約ごとに適用１回あたり次の料金額 

区分 料金額 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２及びＰｏｃｋｅｔ ＷｉＦ

ｉプラン２ライトに係る速度制限解除料 

５００円 

（税抜） 

   エ 下表の左欄に規定する基本使用料の料金種別を選択している契約者は、その契約者回線からのパ

ケット通信料のうち、同表の右欄に規定する料金額の支払いを要しません。 

１契約ごとに月額 

基本使用料の料金種別 支払いを要しない額 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２ライト（ベーシック） （２）アに規定した料金額 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２（さんねん） （２）アに規定した料金額 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２ライト（さんねん） （２）アに規定した料金額 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２（バリューセット） （２）アに規定した料金額 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２ライト（バリューセット） （２）アに規定した料金額 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２（バリューセットライト） （２）アに規定した料金額 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２ライト（バリューセットライ （２）アに規定した料金額 
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ト） 

（３） 契約解除料 

ア 第ⅰ種定期契約に係る契約解除料は、次表のとおりとします。 

第ⅰ種定期契約 ９，５００円（税抜） 

イ 第ⅱ種定期契約及び第ⅲ種定期契約に係る契約解除料は、その定期契約の種別及び経過期間に応

じて、次表の額を適用します。 

 料金額 

第ⅱ種定期契約 第ⅲ種定期契約 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２（バリ

ューセット）、Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉ

プラン２ライト（バリューセット） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２（バリ

ューセット ライト）、Ｐｏｃｋｅｔ Ｗ

ｉＦｉプラン２ライト（バリューセッ

ト ライト） 

経 

過 

期 

間 

１ヶ

月 

３９，４００円 

（税抜） 

２６，４００円 

（税抜） 

２ヶ

月 

３８，６００円 

（税抜） 

２５，９５０円 

（税抜） 

３ヶ

月 

３７，８００円 

（税抜） 

２５，５００円 

（税抜） 

４ヶ

月 

３７，０００円 

（税抜） 

２５，０５０円 

（税抜） 

５ヶ

月 

３６，２００円 

（税抜） 

２４，６００円 

（税抜） 

６ヶ

月 

３５，４００円 

（税抜） 

２４，１５０円 

（税抜） 

７ヶ

月 

３４，６００円 

（税抜） 

２３，７００円 

（税抜） 

８ヶ

月 

３３，８００円 

（税抜） 

２３，２５０円 

（税抜） 

９ヶ

月 

３３，０００円 

（税抜） 

２２，８００円 

（税抜） 

１０

ヶ月 

３２，２００円 

（税抜） 

２２，３５０円 

（税抜） 

１１

ヶ月 

３１，４００円 

（税抜） 

２１，９００円 

（税抜） 

１２

ヶ月 

３０，６００円 

（税抜） 

２１，４５０円 

（税抜） 

１３

ヶ月 

２９，８００円 

（税抜） 

２１，０００円 

（税抜） 

１４

ヶ月 

２９，０００円 

（税抜） 

２０，５５０円 

（税抜） 
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１５

ヶ月 

２８，２００円 

（税抜） 

２０，１００円 

（税抜） 

１６

ヶ月 

２７，４００円 

（税抜） 

１９，６５０円 

（税抜） 

１７

ヶ月 

２６，６００円 

（税抜） 

１９，２００円 

（税抜） 

１８

ヶ月 

２５，８００円 

（税抜） 

１８，７５０円 

（税抜） 

１９

ヶ月 

２５，０００円 

（税抜） 

１８，３００円 

（税抜） 

２０

ヶ月 

２４，２００円 

（税抜） 

１７，８５０円 

（税抜） 

２１

ヶ月 

２３，４００円 

（税抜） 

１７，４００円 

（税抜） 

２２

ヶ月 

２２，６００円 

（税抜） 

１６，９５０円 

（税抜） 

２３

ヶ月 

２１，８００円 

（税抜） 

１６，５００円 

（税抜） 

２４

ヶ月 

２１，０００円 

（税抜） 

１６，０５０円 

（税抜） 

２５

ヶ月 

２０，２００円 

（税抜） 

１５，６００円 

（税抜） 

２６

ヶ月 

１９，４００円 

（税抜） 

１５，１５０円 

（税抜） 

２７

ヶ月 

１８，６００円 

（税抜） 

１４，７００円 

（税抜） 

２８

ヶ月 

１７，８００円 

（税抜） 

１４，２５０円 

（税抜） 

２９

ヶ月 

１７，０００円 

（税抜） 

１３，８００円 

（税抜） 

３０

ヶ月 

１６，２００円 

（税抜） 

１３，３５０円 

（税抜） 

３１

ヶ月 

１５，４００円 

（税抜） 

１２，９００円 

（税抜） 

３２

ヶ月 

１４，６００円 

（税抜） 

１２，４５０円 

（税抜） 

３３

ヶ月 

１３，８００円 

（税抜） 

１２，０００円 

（税抜） 

３４

ヶ月 

１３，０００円 

（税抜） 

１１，５５０円 

（税抜） 
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３５

ヶ月 

１２，２００円 

（税抜） 

１１，１００円 

（税抜） 

３６

ヶ月 

１１，４００円 

（税抜） 

１０，６５０円 

（税抜） 

３７

ヶ月 

１０，６００円 

（税抜） 

１０，２００円 

（税抜） 

ウ 第ⅱ種定期契約及び第ⅲ種定期契約に関するイに規定する経過期間は、定期契約を締結した日を

含む料金月から起算して、解除があった日を含む料金月までの月数とします。 

エ 契約者は、次の場合には、契約解除料の支払いを要しません。 

（ア） 第ⅰ種定期契約について、その契約満了日の属する料金月、その翌料金月又は翌々料金月に当

該契約の解除があったとき。 

（イ） 第２０条（定期契約満了に伴う更新等）第４項の規定に基づき第ⅱ種定期契約又は第ⅲ種定期

契約から変更された第ⅰ種定期契約について、その変更があった日の属する料金月又はその翌

料金月に当該契約の解除があったとき。 

（４） （１）、（２）及び（３）以外のその他の提供条件については、なお従前のとおりとします。 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和元年１２月１１日から実施します。 

（経過措置） 

２ データ通信サービスＢ （Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２ライト（さんねん）、Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉ

プラン２ライト（バリューセット）、Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２ライト（バリューセットライト）に

限ります。）に係る料金種別を選択している契約者に提供する料金その他の提供条件は、次の規定によりま

す。 

（１） この改正規定の実施日以後は、料金種別の変更をする場合であっても、次表の左欄に係る契約を

解除すると同時に次表の右欄に係る契約を締結することはできません。 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２ライト（さんね

ん） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２ライト（ベ

ーシック） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２ライト（バリュ

ーセット） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２ライト（ベ

ーシック） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２ライト（バリュ

ーセットライト） 

Ｐｏｃｋｅｔ ＷｉＦｉプラン２ライト（ベ

ーシック） 

 

（２） （１）以外のその他の提供条件については、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

  この改正規定は、令和２年１月１日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

  この改正規定は、令和２年３月１日から実施します。 



 65 

附 則 

（実施期日） 

  この改正規定は、令和２年５月２０日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

  この改正規定は、令和２年７月１５日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

  この改正規定は、令和２年１０月１日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

  この改正規定は、令和２年１０月１４日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

  この改正規定は、令和３年１月１日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

  この改正規定は、令和３年４月１日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

  この改正規定は、令和４年１月１日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和４年２月１日から実施します。 

（契約解除料に関する経過措置） 

２ 契約解除料は、この約款の附則に規定する料金種別に係るものを含み廃止します。ただし、この約款に

定めるところにかかわらず、法人との契約において別に定める提供条件又は特約で提供しているものを除

きます。 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和４年４月１日から実施します。 

（YAMADA Air Mobile 契約に関する経過措置） 

２ 令和４年３月３１日をもって廃止した株式会社ウィルコム沖縄の YAMADA Air Mobile 契約約款（データ

通信サービス編）の規定により株式会社ウィルコム沖縄が締結している YAMADA Air Mobile契約は、この

改正規定実施の日において、改正後のこの約款の規定により当社が締結した YAMADA Air Mobile 契約とみ

なします。 

附 則 

（実施期日） 

  この改正規定は、令和４年６月１６日から実施します。 
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附 則 

（実施期日） 

  この改正規定は、令和４年６月２３日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

  この改正規定は、令和４年１２月２２日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

  この改正規定は、令和５年４月１日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和５年６月１日から実施します。 

（機種変更手数料の適用について） 

２ 機種変更手数料(契約者が移動無線装置の接続に関する請求をし、その承諾を受けたときに支払いを要す

る料金をいいます。)は、当社が別に定めるところにより適用します。 

附 則 

（実施期日） 

  この改正規定は、令和５年６月３０日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

  この改正規定は、令和５年１０月１２日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

  この改正規定は、令和６年３月１５日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

  この改正規定は、令和６年７月１日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

  この改正規定は、令和６年８月１日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

  この改正規定は、令和７年１月１６日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

  この改正規定は、令和７年７月１日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

  この改正規定は、令和７年１０月１日から実施します。 
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附 則 

（実施期日） 

  この改正規定は、令和８年１月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

  この改正規定は、令和８年１月２１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和８年３月１日から実施します。 

（ＢＢユニバーサルサービス料の適用について） 

２ この約款の附則に規定する料金種別について、この改正規定実施の日以降、第４１条の３（ＢＢユニバ

ーサルサービス料の支払義務）及び料金表第８（ＢＢユニバーサルサービス料）を適用します。 

 


